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────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和２年９月会議を開会します。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、５番、立野議員、６番、五十嵐議

員を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） 皆様おはようございます。 

それでは、報告を申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  本委員会は所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告しま

す。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会令和２年９月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和２年９月３日木曜日です。 

  ３、出席委員としまして、私のほかに、下道副委員長、越前谷委員、立野委員、五十嵐委

員です。 

  ４、委員外としまして、大西議長、板垣副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員でございます。町側より遠藤副町長においでをいただき、説明をいただきまし

た。 

６、結果でございます。洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく洞爺湖

町議会令和２年９月会議について、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、

その結果は次のとおりであります。 
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  会議期間について、９月10日から９月18日まで。 

審議日程につきましては、裏面のとおり本会議です。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、次のことを決定しました。 

議場内では議員、職員の全員がマスクを着用することとし、入室前に手のアルコール消毒

を行うこととする。議会の傍聴は行わないこととする。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

本会議の会議期間については、本日から18日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願い申し上げます。 

─────────────────────────────────────── 

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 令和２年９月10日開催の洞爺湖町議会令和２年９月会議に町の行政報

告を申し上げます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申出があり、ご厚志に沿うようありがた

く受納いたしました。 

  一つ目に、金品の寄附でございます。 

アとして、洞爺湖町高砂町79番地36、西村明氏、金額が３万円でございまして、町のため

にという寄附でございます。イとして、伊達市舟岡町247番地124、本田一智氏でございます。

金額が５万円でございまして、育英資金にということの寄附でございます。ウとして、洞爺

ライオンズクラブ会長中谷玲二氏、金額として100万円でございます。新型コロナウイルス

感染症対策のためにという寄附でございます。 

（２）として、同じく金品の寄附でございます。 

ふるさと納税寄附金として、今回は個人（匿名含む）でございますが274件、累計で1,177

件。今回の金額でございますが、453万7,000円、累計で2,105万4,000円でございます。 

（３）として、物品等の寄附でございます。 

洞爺湖町地域食堂への食材等として、延べ９件の方から寄附をいただいております。内訳

につきましては、以下、各種事務事業の取組状況に記載をさせていただいております。 

  二番目といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 

  新型コロナウイルス感染症の発生以降、低迷していた観光客なども町並びに国や北海道な

どの経済対策により、週末には町内各所ににぎわいが戻りつつあります。しかしながら、全

国的に新規感染者の増加傾向が続いております。 
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今後は、コロナウイルスと共生しながら生活や経済活動を行っていくため、テレワークや

オンライン化など社会の仕組みや産業構造が変化していくことが予測されます。 

そのような中、町といたしましては、冬期間の閑散期に対する支援、児童生徒の感染症予

防並びに災害時における防災備蓄の購入など、様々な角度から検討を行い対策を講じる予定

でおりますので、議員各位におかれましてもご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げま

す。 

  なお、これらの事業に要する費用について、補正予算案を本会議に提案しておりますので、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

  ３番目に、特別定額給付金の支給状況についてでございます。 

  新型コロナウイルスの感染症緊急経済対策として、一人につき10万円の特別定額給付金の

申請受付を５月18日から８月17日まで行い、５月21日から順次給付金の支給を開始し、８月

25日の支給をもって事業を終了いたしました。 

  給付金の申請及び給付状況につきましては、対象世帯数4,868世帯、対象人数8,613人のと

ころ4,843世帯8,586人の申請があり、給付件数は4,842世帯8,584人に支給を完了しておりま

す。 

  なお、申請率及び給付率はともに対象世帯数に対し99.5％、対象人数に対しては99.7％の

結果となっております。 

  ４番目に、令和２年度洞爺湖町表彰式に係る被表彰者の選考についてでございます。 

  長年にわたりまちづくりの各般においてご尽力され、功績のあった方々の表彰を11月３日

の文化の日に執り行いますが、本年度の被表彰者の選考について、８月24日に表彰審議会に

諮問し、同審議会において慎重な審議がなされ答申をいただきました。 

  なお、功労表彰者につきまして、本会議に同意議案を提案しておりますので、よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

  また、11月３日の表彰式典の開催に当たりましては、新型コロナウイルス感染症防止のた

め、招待者の縮小や一般参加の見送りなどを実施して挙行することとしておりますので、議

員各位におかれましてもご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

五つ目に、西いぶり広域連合共同電算への加入についてでございます。 

現在、町の住民基本台帳や税務などの業務に係る電算システムについては、民間事業者と

契約し各種業務を行っておりますが、契約期間が令和４年12月に更新時期を迎えるため、継

続して契約を更新した場合と西いぶり広域連合の共同電算に加入した場合を比較検討してま

いりました。 

その結果、西いぶり広域連合の共同電算に加入したほうが経費の節減、業務の効率化並び

に職員の業務量の低減が見込まれることから、令和４年４月１日に加入することといたしま

したので報告します。 

なお、電算移行に係るコンサルタント経費について、本会議に補正予算案を提案しており

ますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 
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六つ目に、西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業の事業者選定結果についてで

ございます。 

西いぶり広域連合が進めております新中間処理施設整備・運営事業の事業者選定につきま

しては、各構成市町及び学識経験者並びに広域連合事務管理者の８名で構成する事業者選定

委員会を令和元年11月から５回開催し審議してまいりました。 

本年８月18日、本審査へ進みました１グループへのヒアリング及び最終審査を行った結果、

330億9,000万円で落札業者を決定しましたので報告いたします。 

今後の予定につきましては、落札事業者と基本協定、基本契約及び仮契約を結んだ後、11

月に本契約を締結し12月から設計・建設工事が開始され、新施設は令和６年９月に完成し同

年10月の供用開始の予定となっております。 

なお、落札事業者は以下のとおりでございます。朗読については省略をさせていただきま

す。 

７番目として、各種事務事業の取組状況についてでございます。 

前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告をいたします。 

なお、朗読はこれについても省略をさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育長の行政報告を許します。 

  皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  一つに、新型コロナウイルス感染症に関する対応等について（その７）についてでござい

ます。 

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、次のとおり報告をいたします。 

（１）洞爺湖町育英資金特別給付金の給付状況について。 

洞爺湖町育英資金特別給付金の給付所について、次のとおり報告をいたします。 

給付決定件数。前回報告数75件、今回報告数が15件、合計９月３日現在でございますが90

件でございます。 

なお、在学の区分につきましては、大学が64件、短期大学が６件、専修学校が20件となっ

てございます。 

（２）小中学校及び保育所へのマスクの配付状況についてでございます。 

小中学校及び保育所へのマスクの配付状況について、次のとおり報告をいたします。 

なお、合計数のみ読み上げさせていただきます。令和２年9月３日現在でございます。 

虻田小学校1,634枚、洞爺湖温泉小学校500枚、とうや小学校664枚、虻田中学校1,142枚、

洞爺中学校438枚、本町保育所605枚、入江保育所598枚、桜ヶ丘保育所511枚、洞爺保育所

466枚、総合計で6,558枚でございます。 

なお、今回の報告は前回からの報告と比べまして、総合計で1,639枚の増となっておりま
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すが、増となった主な要因は、教育委員会から小中学校の児童生徒に一人３枚の夏用マスク

を配付したことによる増でございます。 

以上で、報告を終わらせていただきます。 

○議長（大西 智君） 以上で、行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第４、一般質問を行います。 

  本日は２番、大久保議員から10番、石川議員までの４名を予定しております。 

  初めに２番、大久保議員の質問を許します。 

  ２番、大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 皆様、おはようございます。２番議員、大久保富士子でございま

す。 

  令和２年９月定例会議に当たり、公明党議員の一員として、通告に従いまして順次質問を

させていただきます。 

新型コロナウイルス感染拡大の収束はいまだに見通せない状況の中で、これ以上の感染拡

大を防ぐにはどうするか、今、国内外でそのための対策と技術の開発が急がれています。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会経済活動を始め、私たちの暮らしは一変し

ました。そのことにより、コロナウイルスと共存する社会の在り方や、新しい生活様式でど

う社会活動、経済活動を大きく伸ばし、経済再生を果たしていくのかという観点が最も大切

とも言われています。 

地域においては、感染拡大の影響を受けて経営継続の危機に直面している観光や宿泊業、

外食産業などの課題解決に向けて、現場の声に寄り添い、誠意を持って対応していくことが

大事であります。 

そして、コロナ禍より暮らしを守るためのきめ細かい備えの必要な対策は、高齢者や障害

者といった社会的弱者への対策が喫緊の課題でもあります。こうした人たちは、自分で状況

を伝えられないことが多いからです。 

そこで、障害者の支援についてのご質問をさせていただきます。 

人はいかなる理由があっても差別されるべきではない、一人の人の権利、命を重く考えて

いただきたいと思います。聴覚障害者の従事者の方からの言葉です。 

新型コロナウイルス感染拡大は、障害者の暮らしにも影響を及ぼしています。 

特に視覚障害者は適切距離が見えないため、感染を防ぐためのソーシャルディスタンス、

社会的距離をとりづらく、心ない言動を受けるケースもあり、生活のあらゆる場面で戸惑う

ことが増えて、自分で状況を伝えられないことが多く生活に困惑しています。そして、距離

をとりたくてもとりづらく、障害者のサポートが減っていることも懸念されています。 

そんな中で、コロナ禍より暮らしを守るために障害者といった社会的弱者へのきめ細やか

な支援策が課題と言われています。 
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そこで、障害者を支える取組として、障害特性の理解を促進する運動についての質問でご

ざいます。障害者を支える取組として、障害特性の理解を促進する運動について、道内では

どのような取組がありますか、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 障害のある方の特性について、理解を促進する道内におけ

る取組についてでございますが、北海道を初めといたしまして、各自治体においても独自の

取組といたしまして、多岐にわたる様々な事業が行われているところでございます。 

内容についてでございますが、障害に対する正しい知識の普及を図り、理解を求めるため

の取組といたしまして、北海道が推進しておりますヘルプマーク、ヘルプカードの配付、札

幌市が市役所の窓口にて配付をしております心のバリアフリーガイド、また、障害者習慣に

関連する行事といたしまして、障害者の授産施設や通所事業所で障害者の方が作成をされま

した作品の作品展や、障害者の方を招きまして開催される国際的な音楽演奏会、障害者の方

自身が参加をいたしまして開催されますスポーツ交流会などがございます。 

なお、胆振管内では、苫小牧市及び登別市におきまして、あいサポート運動の取組を推進

しており、講演や手話講座の実施に加えまして、サポーター養成のための研修なども行われ

ているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。様々な事業、運動が行われていること

が課長のお話をお聞きしましてわかりました。 

先日、苫小牧市のあいサポート運動の研修を受けた障害者施設の支援のお仕事をされてい

る方よりお話をお聞きする機会がありました。 

苫小牧市は、平成30年10月に鳥取県と協定を締結し、あいサポート運動に取り組んでいま

す。様々な障害を正しく理解し、障害のある方に対しちょっとした手助けや配慮を実践する

ことにより、障害のある方も暮らしやすい地域社会、共生社会を皆さんと一緒につくってい

く運動で、とても良い運動ですとお聞きしました。 

そこで、あいサポート運動に対する町の認識をお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 当町といたしましてのあいサポート運動に対します認識でご

ざいますが、この運動は８年前に鳥取県でスタートした運動でございますが、先ほど議員の

ほうからも簡単にご説明いただきましたけれども、その内容は様々な障害の特性を理解し、

サポートの方法を学び習得することで障害のある方に温かく接するとともに、障害のある方

が困っているときにちょっとした手助けや配慮を行うことによって、障害のある方が暮らし

やすい社会を皆さんで一緒につくっていく運動であり、平成28年４月に施行されました障害

者差別解消法の目的と同様のものでございます。 

具体的には、障害のある方への手助けとなるサポーターを養成するために、地域や学校、
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職域などにおいて出前研修を行うことで、一人でも多くの障害のある方を支える方々に知識

を習得していただくとともに、サポーターとしても必要な場面におきまして、積極的に障害

のある方への支援に寄与していただくなど、地域におけるサポーターの養成と普及啓発に努

めるものでございます。 

障害のある方への理解の促進といたしまして、障害のある方もない方もともに生きる社会

を実現するためには、障害の特性や障害のある方への理解を深め、町民の皆様の思いやりの

ある行動による合理的な配慮が広く行き渡る環境を築いていくことが重要であると考えてお

りますことから、意義のある運動であると町といたしましても認識しているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。意義ある運動と認識していただき、前向

きな答弁に感謝いたします。 

今後の期待を込めて、改めて今後どのように取り組んでいくのかをお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 今後の取組ということでございますが、当町といたしまして

は、これまでも北海道が推進いたしますヘルプマーク、ヘルプカードの導入と普及啓発を

図ってきたところでございます。 

また、障害のある方に対する理解と配慮を踏まえまして、障害のある方もない方も地域に

住む全ての人が住みやすく、暮らしやすい社会を築いていくことが重要であり、また、当町

を訪れる全ての人も安心して過ごしていただけますよう、おもてなしの心を大切にした協働

のまちづくりを図るという趣旨の下、手話言語条例を制定いたしまして、具体的な取組とし

て北海道ろうあ連盟の協力を得まして、手話奉仕員養成講座を開催するなど、障害のある方

への理解の促進に努めているところでございます。 

あいサポート運動につきましては、自治体単独で導入を図る場合には、鳥取県との協定を

要するものであり、現在、全国８県14市６町で締結されているところでございますが、導入

に当たりましての北海道としての意向をお伺いしましたところ、今後、道内自治体の意向を

伺うなどいたしまして、協議を進めていきたいとの情報提供も受けました。 

このことから、当町といたしましては、今後の北海道の動向を踏まえながら、引き続き北

海道ろうあ連盟との連携の下に、まずは現在実施しております手話奉仕員養成講座や小学校

での手話の体験授業などの様々な取組を通じまして、障害のある方への理解の促進に努めて

まいりたいと考えているところてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解いたしました。病気や事故はいつ起こるかわかりません。同

様に、障害は誰にでも生じ得るものです。障害の方が安心して暮らせるための運動は、重要
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なことと思います。積極的な道への連携、声かけ、大変に期待しております。 

次に、新型コロナウイルスで手話通訳者の感染を守ることから国は６億円の予算を充てて

支援事業を行いました。そこで、遠隔手話サービス等を利用した聴覚障害者の意思疎通支援

体制の強化事業についての質問でございます。 

北海道が調査した遠隔手話サービスに関心のある自治体は34自治体で、その一自治体が洞

爺湖町と伺いました。そこで、町として現在聴覚障害者の対象は何名でどのような支援の対

策を行っているかをお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 聴覚障害者の方への支援の現状についてでございますが、

手帳の取得の対象となりますのは、両耳の聴力が70デシベル以上の方で、当町におきまして

は39名の方がいらっしゃいます。障害者総合支援法に基づく補装具といたしまして、補聴器

の支給や修理について、年間10件程度の支援を行っているところでございます。 

このほかにも、同法に基づきます日常生活用具といたしまして、聴覚障害者用通信装置や

聴覚障害者用情報受信装置等の機器の導入経費につきましても、助成制度を設けているとこ

ろでございます。 

また、さらには、手帳交付対象外で軽度、中度の難聴の18歳未満の子供で、おおむね聴力

が30デシベル以上70デシベル未満のお子さんにつきましても、幼少期の発育段階におきます

言語能力の健全な発達や学力向上の支援を図る趣旨から、補聴器の購入、更新、修理に要す

る経費の助成制度を設けているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解しました。洞爺湖町は、手話サービスの条例の制定を行った

り、障害者に対して洞爺湖町でも先駆的な取組をしていると障害者施設の従事者の方が具体

的にお話をしておりました。 

コロナ禍も踏まえ、町ではさらなるサービス充実向上の取組に、遠隔手話サービス等を利

用した聴覚障害者の意思疎通支援の整備を進める意向との予定とお伺いいたしました。 

そこで、町として支援を活用しての具体的な整備の取組についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 遠隔手話サービス等を利用した聴覚障害者の意思疎通支援

体制の強化事業についてでございますが、北海道が令和２年度中に限りまして新型コロナウ

イルス感染症対策に係る特別事業といたしまして、補助の対象を市町村へ拡充いたしまして

実施することとした旨の通知をさきに受けたところでございます。 

事業の内容についてでございますが、福祉担当課の窓口にタブレット端末等を配置し、イ

ンターネットを介しまして、北海道聴覚障害者情報センターに常駐する手話通訳者が手話通

訳を行う遠隔手話サービスを実施することにより、聴覚障害者の方に対する意思疎通支援体

制の充実を図ることを目的としているものであり、事業費に係ります補助率は10分の10とさ
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れているところでございます。 

当町といたしましては、現在、町民の方で手話を必要とされる聴覚障害者の方はいないも

のと把握しているところではございますが、役場にお越しになる聴覚障害者の方との意思疎

通のための支援体制を強化するに当たり、遠隔手話サービス用にタブレットを整備すること

は大変有効であると考えているところでございます。 

このことから、今後につきましては障害者の方への配慮を踏まえまして、導入に向けまし

て協議してまいりたいと考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。誰もが暮らしやすい社会を目指して、そ

こに力を尽くし、さらなるサービスの取組に大いに期待をしています。 

２番目の防災対策につきましてのご質問でございます。 

７月に九州を中心とした豪雨災害が発生しました。 

９月１日は防災の日、８月30日から９月５日まで防災習慣です。新型コロナウイルス感染

症拡大を想定して、内閣府は新型コロナウイルスを念頭に、感染症対策を取り入れた避難所

運営の訓練を自治体に呼びかけています。全国各地で新型コロナを踏まえた避難所の開設、

避難所運営の訓練が行われています。 

我が町洞爺湖町は、いつ噴火をするかわからない有珠山噴火に備え、今まで以上に災害対

策、対応が大事ではないかと思います。そこで、コロナ禍の感染症対策を徹底した災害時の

避難所運営と今後の対応についてお聞きいたします。各地で感染拡大防止策の避難訓練が行

われていますが、町として今年度中に避難開設運営の訓練、または避難訓練を実施する予定

があるかについてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問についてお答えいたします。 

避難所における感染症対策を徹底するため、このたび職員向けの洞爺湖町避難所運営マ

ニュアルを修正し、避難者等の健康管理、避難所内の衛生管理、発症時の対応や熱中症対策

に取り組むとともに、この後補正予算において提案させていただきますが、避難所における

飛沫感染防止のためダンボールベッド及びパーテーションを購入する予定としております。 

今後は防災資機材を有効に活用し、当該マニュアルに基づいたコロナ禍における感染症対

策を徹底した避難所運営を実施することとしております。 

また、今年度の防災訓練につきましては、例年住民参加による避難訓練を実施していると

ころでございますが、新型コロナウイルスの感染症予防と感染拡大防止の観点から大勢の方

が集まるイベント等を中止していますことから、これまで訓練の実施を見合わせているとこ

ろではございますが、購入予定でありますダンボールベッド及びパーテーション等の防災資

機材がそろい次第、今回修正した避難所運営マニュアルに基づいた避難所開設訓練を実施し

たいというふうに考えているところでございます。 
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なお、訓練の参加対象につきましては、感染症防止のため参加人数を限定した形で開催し

たいというふうに考えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解いたしました。 

避難所開設訓練開催後は何が不足か、改善点はないか、検証を踏まえて災害時の今後の対

応を確認するためにも、自主防災組織の役員や町内会連合会の役員の方などと３密を避けて

避難所の感染対策を具体的に懇談し、課題や確認、共有が大事だと思います。そのことが今

後の迅速な対応につながると思います。 

次の質問でございます。 

９月６日胆振東部地震の発生から２年を迎えました。胆振東部地震に伴うブラックアウト

の教訓を踏まえ、防災資機材の充実・強化を図るための非常用配電、資機材の確保、整備、

災害用備蓄品の備えの進捗状況をお伺いいたします。 

昨年の９月議会で同様の質問をした際に、ブラックアウトの教訓を踏まえ、令和元年度中

に発電機４台整備と避難所等の施設５か所の配電盤と避難所等の電気工事を実施している最

中とご答弁をいただきました。その後の進捗状況をお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

一昨年発生しました胆振東部地震に伴うブラックアウトの教訓を踏まえ、平成30年度に洞

爺湖町防災備蓄計画を策定し、これに基づき防災備蓄品を整備しているところでございます。 

大規模停電対策といたしまして、発電機６台を整備するとともに、虻田、洞爺、温泉の各

地区において避難所と避難所施設等となる施設７か所の配電盤工事を実施し、発電機とこの

配電盤を接続することにより停電時においても施設の照明器具などの電気設備を使用するこ

とが可能な状態となっております。また、電気やガスなどを使用せず、水だけで作ることの

できる非常食を備蓄しているところでもございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 着実に取り組んでいることがわかりましたが、コロナ禍の今は何

より重要なのが密閉、密集、密接の３密を避けること、そして、現在の記録的な豪雨災害は

甚大のために緊急時に必要物資がきちんと提供されるように整えておくこと、また、避難所

運営の見える化を目的に、避難所カルテを作成し避難所に配付が大事と言われています。地

域の皆様と知恵と団結で様々なことを想定して、安全第一に命を守るための取組を進めてい

ただきたいと思います。 

最後の質問でございます。 

今年７月、九州南部から東海にかけて豪雨災害が発生しました。災害被災した熊本には、

内閣府の調査チームの一員として男女共同参画局の職員が派遣され、政府は５月に作成した
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災害対応力を強化する女性の視点からの防災復興ガイドラインをもとに、更衣室の設置のお

願いをしたり、性犯罪や性暴力防止の啓発チラシを配布して、全国の女性の意見を反映させ

たとお聞きしました。 

災害が起きたときには、その影響やニーズが男女で違います。さらに、復興・復旧の全て

の段階で女性の視点を反映させることが重要です。そのために、女性の防災分野の人材育成

が必要だと思います。 

町として、現在女性リーダーの育成に対してどのように取り組んでいるかをお聞きいたし

ます。 

昨年の９月会議で、防災に女性の視点を生かす取組についての質問をいたしました。当時

の担当課長より、女性の視点を生かした防災に努めていきたいと答弁をいただきましたが、

その後の状況を確認し、女性の防災分野における人材育成が必要であると思いますが、町の

見解をお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問についてお答えさせていただきます。 

町では、これまで町が開催する防災訓練や学校での防災教育において、赤十字奉仕団にご

協力をいただき、町の防災対策に係る女性の参画を図るとともに、女性団体が主催する研修

会において、防災に関する講演を行わさせていただき、女性の視点で暮らしにおける防災を

考える機会の提供を行ってきたところでございます。これまで以上にこのようなつながりを

活用し、災害から受ける影響や男女間で異なるニーズの把握に努めていきたいと考えており

ます。 

また、女性の防災分野における人材育成につきましては、自主防災組織における女性役員

の登用を自治会に求めるなど、女性の活躍を支援していきたいというふうに考えてございま

す。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解いたしました。女性の活躍の支援、心より期待しております。 

公明党は、自然災害の教訓を踏まえ、防災・減災を政治の主流と訴えています。そして、

災害対策は女性の目線で子供や高齢者まで配慮した女性のきめ細やかな意見を反映させるこ

とが重要です。防災対策や意思決定の場で男女共同参画の考え方は欠かせないと言われ、女

性の参加率を高める取組が進められています。公明党の一員として、命を守る防災対策に私

自身、尽力してまいります。 

  以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（大西 智君） これで２番、大久保議員の質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開を11時といたします。 

（午前１０時４７分） 

────────────────────────────────────────── 
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○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時００分） 

───────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

  次に、５番、立野議員の質問を許します。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） おはようございます。５番、日本共産党の立野広志でございます。 

これから一般質問を行います。 

  今回取り上げている一般質問は、大きくは３項目ほどあるのですが、そのうち一つ目は、

この新型コロナ感染拡大を抑止するための効果的なＰＣＲ検査体制の確立や、地域経済対策

ということでお伺いをしたいと思います。 

まず初めに、新型コロナウイルスの世界的感染大流行、パンデミックに対する懸念、懸命

な対応が今地球規模で続けられています。感染は５大陸全体に広がって、９月９日のＮＨＫ

のまとめでも世界の感染者数が2,747万9,000人を越えていますし、死亡者は89万6,236人と

なっています。国内でも感染者が７万人を越え、死亡者は1,377人、そしてこの北海道でも

感染者数は1,845人、死亡者数は105人と、これ９月９日時点ですが、なお世界全体ではこの

勢いが衰えていません。 

また、各国で医療崩壊が起こり、感染対策のための経済社会活動の大幅縮小などによって、

人々の暮らしと経済が深刻な事態に陥っているという状況です。 

ウイルスというのは、人類誕生よりはるか以前から動植物の細胞の中で変異と増殖を繰り

返し、生き続けてきたと言われていますし、そして地球上に誕生した私たち人類は、長い歴

史を経て近代資本主義になり、空前の発展を遂げ、いまや世界の人口は77億人となり、大量

生産、大量消費の経済活動と大陸や国境をまたぐ交通手段の発展、文化と人の交流、移動の

拡大など、グローバルな世界を広げてきました。これらは生態系を大きく変化させ、地球環

境を破壊し、自然界と人類との接点を新たに広げ、人類が未知のウイルスに遭遇する一因と

なり、今、人に感染するウイルスは200種類以上あると、そして未発見のものは63万から82

万種あるという研究報告も出されています。 

新型コロナウイルスの脅威は、人間社会が自然環境と密接に関係していることを改めて示

すものでありますし、また、地球環境を破壊し続ける人類への警告でもあるというふうに考

えます。現代社会が地球環境で体験する本格的なこのパンデミックに対し、感染拡大の防止

策を進めることと併せて、その経済活動や社会の在り方について改めて見つめ直すことが求

められていると思います。 

特に、感染拡大をしている新型コロナウイルス、首都圏や愛知、大阪、福岡、沖縄などで

も連日新規感染者数が過去最高記録するなど、この感染が急速に拡大しているところです。

このまま感染拡大を許せば高齢者への感染が広がり、重症者が一気に広がる深刻な瀬戸際に

今あると思います。 
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ところが政府は、感染拡大を抑えるための実効ある方策を何一つ打ち出さず、反対に、例

えばＧｏＴｏトラベルのような感染を加速しかねない政策を挙行しています。 

こういった意味で、町長の所見をまず最初に伺いたいのですが、感染拡大を抑止し住民生

活と地域経済を守るには、今はＰＣＲ検査を大規模に実施し、陽性者を隔離、保護する取組

を行う以外ないというふうに考えますけれども、その認識はいかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） この新型ウイルス対策、コロナウイルス対策でございましたけれども、

今、世界の状況、そして日本国内の状況について、議員のほうから説明があったとおりでご

ざいます。 

私どもの国、またそして北海道、私どもの町におきましても、非常に今苦慮している部分

が多くあるわけでございますが、北海道において当初この新型コロナウイルスの感染者が発

見され、その後の対応についてはやはりちょっと今までにない対応に追われていた感がある

なということを今も思っているところでございまして、私どもも北海道、あるいは国に対し

てもっと早くに何か手を打てないかという要望をしていたわけでございますが、まさに本当

に今日までこういうふうな状況が続いてきていたかなと、幸いにも今現在も私どもの町にお

いて感染者が出たというのはございませんので、それは町民の皆様お一人お一人が３密、あ

るいはマスクの励行、そして手洗い、こういうものをしっかり守っていただいたおかげかな

というふうに思っております。 

  そんな中、ようやっと国におきましては、これまでいろいろ手は打ってきたのですが、８

月28日、内閣官房のほうからそれぞれの都道府県のほうに新たな今後の通知について、その

内容が示されたように聞いております。 

北海道におきましては、その内閣官房のほうからきた内容等々について、たしか８月28日

の夕刻に全道各市町村に北海道のほうから、新たに国のほうからこういうふうな通達が来た

ということの通知があったように聞いております。私どもの町にもその通知が来まして、各

所管する課のほうに総務課のほうから内容を示めさせていただいております。 

その上で、実は私どもしょっちゅう胆振総合振興局のほうと連絡を取り合っておりますけ

れども、改めて確認をさせていただいております。ただ、北海道の振興局は北海道と調整し

てその答えをもらったわけでございますけれども、国のほうからは確かに新たな対策を講じ

ることを来たと、だけれども、これからいろいろ調整、締めていかなければならないことが

多々あると、それを北海道としてしっかりまとめて、その旨、また各振興局等を通じて市町

村のほうに連絡をするというふうに聞いております。 

私どものほうとしても、早くＰＣＲ検査を何とか皆さんに行き渡るようにということで考

えておりますけれども、なかなか今の現状の中では、感染者が出ていないところということ

もございますけれども、無症状の方にやみくもにその検査を受けてもらうのもということ、

その辺もまた国、あるいは道の考え方も確かめながら、整理をしていかなければならないだ

ろうと、がしかし、前回、北海道のほうで最初のほうに発生したときには、いわゆる集団感
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染、あるいはクラスターというものが発生して、それを何とか最小限に防げなかったかとい

うことを考えますと、今回、内閣府から通達があったものについては、そこの部分は国のほ

うで何とか財政支援をしていくということも載っているようでございますので、そこのとこ

ろはしっかり道のほうから国のほうに確かめていただいて、各市町村のほうに流していただ

き、それを私どもの町に来ましたら、それぞれ私どもの医療機関あるいは福祉関係の施設が

ございますので、併せてそこら辺とまた町内の各団体とも協議をさせていただきたい。とに

もかくにも、私どもの町から感染者を多く出さない、一人でも出さないという気構えで今後

も取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、町長がお答えになった８月28日の政府対策本部からの通達、これ

については後でまた述べますけれども、その１か月前、７月28日に共産党の志位委員長が安

倍晋三首相に対してＰＣＲ検査の抜本的拡充を求める緊急の申入れを行いました。 

四つの点での申入れなのですが、一つは感染震源地、エピセンターと言われていますが、

これを明確にして、その地域の住民や事業者の在勤者の全体に対して、網羅的で大規模なＰ

ＣＲ等検査を実施すること。二つ目は、地域ごとの感染状況の情報を住民に開示すること。

三つ目は医療機関、介護施設、福祉施設、保育所、幼稚園、学校などに勤務する職員等への

定期的なＰＣＲ検査を実施すること。四つは検査によって明らかとなった陽性者の保護、治

療する体制を緊急につくり上げるという四つの点について、７月28日に緊急に申入れをしま

した。 

この提起は、従来の検査方針の抜本的な転換を求める内容になっています。これまでのク

ラスター、つまり感染者集団対策というのは、感染が集団発生した場所からたどる、いわば

点と線の対策でした。無症状の感染者の把握も感染経路をたどる範囲内でしかできませんで

した。他方で、今すぐ国民全員を対象とした検査を行うことも人員や体制上からもこれは不

可能であります。そうなると、無症状の感染者が多数存在する感染震源地を明確にして、住

民や働く人の全体を対象に網羅的に面での検査を行うと、これが最も合理的な方法だと言わ

れています。 

実はこの提案に対して、東京医師会なども賛同の意見を述べておりますが、特に東京都医

師会を初めとする医療団体、専門家がこのエピセンター対策のための住民全体を対象とした

ＰＣＲ検査実施を求めておりますし、また、東京都の世田谷やほかの全国の幾つかの自治体

は感染拡大抑止のためにＰＣＲ検査体制を拡充し、幅広い住民への検査を行なっていくと、

こういう動きも出てきています。自治体独自の取組としてこれが進められてきているという

状況です。 

感染の現状について、仲川俊男日本医師会会長が８月25日の記者会見で、新規感染者の数

は減少傾向だが、収束に向かっているとは言えないと、医療現場は逼迫状況にあると訴えて、

感染拡大を押さえ込むか、それとも感染の再燃を繰り返す悪循環に陥るかの重大な分かれ道

に立っているというふうに指摘をしておりましたが、そうした中で、厚生省のテータに基づ
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いて大きな問題点がはっきり示されているというふうに述べています。 

それは、新規感染者数が減少した５月に検査の数も減らしてしまっていることだと。本来

ならば、検査を抜本的に増強し、無症状感染者も含めて把握、保護する取組で感染を押さえ

込みをやるべきであったというふうに強調しているのです。 

そういう一連の動きの中で、先ほど町長が言われたように、８月25日には新型コロナウイ

ルス感染症に関する今後の取組ということで感染拡大地域での一斉定期的な検査を都道府県

に要請するという政府の方針が発表されました。自治体によるＰＣＲ等の検査拡充をめぐっ

ては、政府がこの間も行政検査で地域関係者を幅広く検査することは可能という一方で、実

施するのは自治体任せで自治体の費用負担も発生することが、これまでの検査の拡充が広が

らない要因として指摘されてきましたが、今回の政府の方針、これは今度は検査が可能であ

るということから、検査することを要請するというふうに一歩前進した形になりますけれど

も、残念ながら国の財政措置が十分ありません。 

こうしたことで、全国知事会は緊急提言を発表しました。国の負担による行政検査を求め

るという、全国知事会の緊急提言も行われています。こういうふうにＰＣＲ検査が無感染者

含めて定期的に、特にクラスターの発生しかねない地域、あるいは職場で定期的に検査を

行っていくということは非常に重要だと思うですが、町長としてこの管内の首長と連携し政

府に対して費用負担の増額を求めるとともに、地域における検査拡充の動きをつくっていく

ことが重要だと考えます。室蘭でも15日からＰＣＲ検査センター、ドライブスルー形式で実

施されるということにもなりましたけれども、まだまだこれは場所的には不足しているとい

う状況もあるのですが、その点について町長、改めて答弁いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、北海道におきましても、いわゆる行政検査ができる施設をふやし

ていきたいということで、いろいろ都市部を中心に医師会を中心として、道の要請としてＰ

ＣＲ検査センターなるものをそれぞれ開設していただいているように聞いております。 

特にこの管内におきましては、苫小牧市あるいは室蘭市、議員がおっしゃったように室蘭

については９月19日からドライブスルー方式によってたしか週２回、それも時間を決めて１

日最大10体の検査をできるようにすると、ところが、これだけではやはり全然足りないだろ

うということから、今民間の検査センターでも何か私どものところではできますよというも

のができているように聞いております。 

それを北海道として今どういうふうな対策でその検査センターのほうと連携を取れるのか、

今調整をしているというふうなことはお聞きしておりますけれども、まだ具体的な指導、指

示がございません。 

私ども胆振のほうは、私どもの地域のほうから西部のほうから東部のほうまで横長の状態

でございまして、特に市部においては感染者がそこそこ出ている状況がある。おかげさまで

郡部のほうにおいては、西部のほうにおきましても今のところ無感染者といいましょうか、

感染者が出ていない状況があるということも加えまして、ことあるごと今まで北海道に対し
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ましては早く正確な情報を教えてほしいということで要望してまいりました。このたび今回

その国のほうから新たな指針が示されましたので、それらを胆振町村会の中におきましても

十分また検討しながら、そして必要とあらば道、あるいは国のほうに要望してまいりたいと

いうふうに思っております。ただ、今おっしゃっていただいたように、いち早く全国知事会

が動いていただいた、これは私どもにとってもありがたい話だったなというふうに理解して

おります。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 知事会も早々に国に対する財政支援を求めるということを、国がそう

いう要請しているわけですから、その根拠となる財源を確保するということは当然必要なこ

とでありますし、そういう意味でいうと、国の果たすべき責任はまだまだ十分ではないと。 

ただ、全国知事会とか町村町会とかそれぞれ団体はあるのですけれども、やっぱり全国各

地からそういう声を上げていくということが大事だと思うのです。団体を通じてというだけ

ではなくて、本当にそれぞれの構成自治体、首長が率先して地域に働きかけ、ともにまた繰

り返し声を上げていくということが大事だと思うのですが、現在の感染拡大を抑止するには、

今、町長も言われたように、ＰＣＲ検査を大規模に実施するということが必要ですし、先ほ

ど述べたように、陽性者を隔離、保護する取組を行う以外にありません。ＰＣＲ検査の大幅

拡充が今近々に求められているというふうに思われます。 

北海道は、最大の検査数を2,620件というふうに想定しているようであります。ところが

現在の検査能力は1,800件、これは朝日新聞の記事に報じられておりましたけれども、検査

可能な件数はこの７月末時点で最大想定を下回ったというふうに検査能力を問題にしていま

した。それではこの管内、西胆振における２次医療圏でどのように最大需要数を想定し、そ

して現在の検査能力がどのくらいあるのかと、そして、どのようにしてその最大需要数を到

達させるだけの取組を進めていくか、ＰＣＲ検査の引き上げ目標は明確なのかと、町として

その辺について内容を把握しているかどうかということについて、お伺いをしたいと思いま

す。 

ちなみに、北海道では平均陽性率６％で濃厚接触者110.7名ですから、最大件数は96人と

いうふうになっているようです。その点についてちょっとお伺いいたしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの質問についてお答えをさせていただきます。 

ご質問の内容については、町といたしましても室蘭保健所へ照会し把握に努めたところで

ございます。道で示されている2,620件については、室蘭保健所へ確認したところ、８月４

日現在の数値として道で処理できるＰＣＲ検査が１日に1,800件、抗原検査を活用した場合

は別に450件、合わせまして一日に2,250件が可能となっております。道といたしましては、

時期は明確にはできないが、医療機関に対しＰＣＲ検査及び抗原検査の実施に向けた協力要

請を行い、併せて国の交付金を活用しＰＣＲ検査機器を導入して、早期に目標へ到達させる

予定だと聞いております。 
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室蘭管内で目標となっている検査数、現在の正確な最大検査数及び今後どの程度まで引き

上げられるのかも併せて伺いましたけれども、保健所単位での数値については公表されてい

ないということでございました。 

それで、西胆振における２次医療圏での検査体制につきましては、先ほども町長のほうで

も申しておりましたけれども、室蘭保健所、苫小牧に続き、ＰＣＲ検査センターが室蘭市に

新設され、９月15日から稼働していくという内容で、稼働内容につきましても町長のほうで

申されていたとおりでございます。公表されている状況では、２次医療圏、西胆振管内とい

たしましては２か所で検体採取を行うことができて、最大で一日20件程度の行政検査が可能

となっているという状況でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） まだまだ足りない状況だということは行政のほうでも認識されている

ことであるでしょうし、本当にこのことを引き上げていかなければ、安心した暮らしが確保

できないということだと思います。 

それで、感染状況の地域別の情報開示についてもちょっと伺いたいと思うのですが、感染

状況の情報開示があらゆる感染対策の土台になるものだというふうに考えます。現在、感染

状況の実態の開示の仕方、これは保健所が最終的にまとめ、そして北海道がそれを公表する

というような形になっているようですけれども、その仕方は都道府県や自治体によってばら

ばらなのです。新規感染者数とともに検査数や陽性率を何らかの形で明らかにしている自治

体もわずかです。これでは住民はどこが感染震源地なのかを知ることができない。なおのこ

と不安にかられることになってしまうのではないかと。それで、場合によってはどこどこ地

域が危ないらしいなど、憶測による不安や疑心暗鬼が生じ、そのことから分断や差別も生ま

れかねません。行政が的確・迅速に情報を知らせてこそ感染状況についての正しい認識を共

有でき、感染者の早期保護や地域を限定した保障とセットとの休業要請など感染対策を住民

の一致協力によって進めることが可能となると思います。 

また、そうした対策を打つ中で、陽性率が低下するなどの効果が目に見えれば住民の不安

も払拭し、社会経済活動を再開する見通しも立つようになるのではないでしょうか。感染状

況を明らかにする情報開示こそ、地域の安心をつくる出発点ではないかと考えますが、北海

道あたりは、札幌市内は地域を区ごとに分けて、あるいは開示できない方も含めてですが、

札幌市内でというようなことで出しております。いずれにしても町だけでそれができるわけ

ではありません。しかし、町としてはそういうことをきちんとやっぱり開示していただく。 

これは道東の首長の話でしたけれども、感染者がその町の公共施設を使っていたのかどう

かすら教えてもらえないというようなことで、非常に不満を抱いていた首長の談話を聞いた

ことがあります。そんなふうに実際に感染を抑えようと思ったら、どういう地域でどこが震

源地になっているのか、そんなようなこと含めてこの地域別の情報開示というのが必要なの

ではないかと思うのですが、町長はいかがですか。 
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○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 地域別の情報開示、これにつきましては、私どもこの感染が拡大して

たしか４月の初め頃に、胆振の市町長会議がいわゆる壮瞥温泉の大きなホテルで大広間を借

りてやりました。 

そのときにも私のほうから保健所所長、そして部長がお見えになっておりましたので、振

興局長も当然おいでになっておりました。そのときに情報開示ということを強く求めさせて

いただいたと私は自分で言った記憶がありますし、うちの職員もついていっておりますので、

言わせていただいた経緯があると。それがなかなかやっぱり道の壁が、保健所のほうも道の

指導の下に動いているという部分がございまして、特に感染者が本人の申立てにより非公表

としてくださいというときには、情報が流れてこないというのがありました。そこら辺、何

とかならないのだろうかということも再三にわたってお願いしたのですが、なかなか今現在

も改善されていない。この発言の内容はこの胆振の首長みんな聞いておりますので、それら

に対する反応というのが、誰か支援の言葉でもしてくれるかなと思ったらそうでもないので

す。そういうこともあったのですが、常日頃から洞爺湖町からは情報開示をしてほしいとい

う話はさせていただいております。 

そんな中で、いろいろあるのですが、隣の町でも最近発生したと、ところが行政のほうに

何の連絡もなかったと、それで、しまいにはその話の中で誹謗中傷が出てきたということで、

逆に本人のほうから行政のほうにお願いして、公表してほしいということを申し出てきた、

行政のほうはそれを受け取りましてしっかり公表して、こういうことは本人がなりたくて

なったのではないと、いわゆる誹謗中傷を止めてほしいという条件もつけながら周知したよ

うに聞いております。それ以降、行政のほうから文書を出すことによって、町民、市民の皆

さんの怒り、あるいは不安、そういうものがある程度収まったというふうにも聞いておりま

したので、できる限りの情報開示はこれからも求めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 実際にはまだまだ情報開示そのものも不十分な状況で、対策を打つに

も打ちにくいと、あるいは個人的な誹謗中傷も含めて、逆にいえば大きな社会問題にもなっ

ているという状況をぜひ繰り返し道や国のほうにも要望していただきたいと思います。 

それでＰＣＲ検査についてもう少し述べたいと思うのですが、今ＰＣＲ検査を広く行う目

的は、無症状の感染者を見つけ出し、保護・隔離するためのものだというふうになってきて

います。つまり、診断が目的ではなく、防疫を目的としている。唾液にウイルスがいれば、

会話や歌でしぶきを飛ばし感染させる可能性があります。唾液や鼻の粘液にウイルスがいる

かどうかを調べることが大事であり、このＰＣＲ検査はそれに最も適した検査と言われてい

ます。検体採取の失敗でウイルスがとれない場合や、そのときウイルスが出ていなくても時

間の変化でウイルスが出てくる場合もあります。ですから、定期的に検査を繰り返すという

ことが必要だと。 



- 21 - 

そういう意味で８月４日の報道を見ますと、東京の世田谷などでは医療、介護、保育など

の現場で働く人に無料で定期的に、将来的には区民誰でも受けられる体制を目指す方針を明

らかにしました。このぐらいのことを政府や道の対応としてしっかり位置づけなければ、こ

の感染拡大を抑えることはできないのではないかというふうに思います。同時に、検査に係

る費用ですけれども、こういうＰＣＲ検査を定期的に実施する自治体では、当然自治体とし

ても感染者でない方が検査を受けた場合でも無償にするという補助制度を設けているようで

ありますが、実際に症状がなくて自費でＰＣＲ検査を受けると、検査費用はおおむね３万円

以上と言われております。そういうことで、大変負担が大きいということでなかなか個人的

にはこの検査が受けられにくいということなのですが、全国的には今言った世田谷もそうで

すし、広島県の福山市なども最近分かったことですが、新型コロナの感染を診断するＰＣＲ

検査を希望する人全員が受けられるようにすると、これ９月から実施すると、こんなふうな

ことが報道されておりました。 

そういった点では、こういう検査の体制を充実させる、そしていつでも誰でも無料で検査

が受けられる体制整備を進めていくというのが、やはり何と言っても最終的には必要な手立

てだと思います。だからといってすぐ全員を調べるわけにもいかないから、例えばクラス

ターの発生しやすい介護施設であったり、あるいは学校であったり、保育所であったり、そ

ういうところでの定期的な検査を実施するということが必要なのだと思うのです。その点で、

そういったことも含めて今後町としても道や国に要望していく考えがあるかどうか、改めて

伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 本音の気持ちでございますけれども、今、議員おっしゃっていただい

たような施設等々については、早くにやってあげたいというようなのが正直な気持ちでござ

います。ただ、私どもの町もやはり財源がございます。そんな中で、きちっとしたやっぱり

国の支援制度がなければ、なかなかできないという部分がございます。そんなことから、こ

れらにつきましても国、あるいは道のほうにこれからもしっかり要望してまいりたいという

ふうに思います。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、１項目目の二つ目、コロナ対策の検証と今後の対応という

ことについて伺います。 

新型コロナウイルス感染症支援対策が４月の第１次対策に始まって、今議会で多分第５次

対策というふうになると思います。私も３月議会では、新型コロナから町民の命と暮らしを

守る対策を求めてまいりました。６月議会では、長期化するコロナ禍の生活防衛、事業者の

倒産や廃業を防ぐために給付金や協力金の上乗せ、横だしや制度資金の早期支払いなど、機

敏な資金援助が必要であるということを提案させていただきました。 

また同時に、国や道に対する抜本的支援強化を町として求めることとともに、町独自の追

加施策も行うことを提案させていただきました。 
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それで、次に伺うのですが、４月以降、コロナ対策として町が支援を行ってきた事業につ

いて、支援を受けた町民や事業者からは大変評価する意見も多く、さらなる支援を求める声

もあります。４月以降、毎月新たな支援策を打ち出し、９月で６か月を迎えます。中には実

施期限を過ぎたものもあれば期間中のものもありますが、ここで改めて今後のこともありま

すので明らかにしていただきたいと思います。 

まず、事業期間、対象条件、実施概要、予算額など、どのような協議を経てこれらの対策

が決められていったのかということです。 

そして二つ目には、それら支援結果やまた取り組んでいた経過として、件数や金額などの

報告はこれまでも今日の行政報告にも出ていました。その中身がどうだったのかという報告

はまだ十分されていません。支援を受けた個人や事業者の反応、対象外で支援を受けられな

かった個人や事業者の声など、どのように把握して今後の支援に生かそうとしてきたのか、

その辺についてわかる範囲でいいですけれども、お答えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤コロナ対策室長。 

○新型コロナウイルス特別対策室長（佐藤 融君） ４月以降、コロナ対策として町が支援し

てきた事業について、どのような協議を経て決めてきたのかというご質問です。 

これまで町が行ってきた事業におきましては、観光協会、商工会、旅館組合、飲食店組合

などと協議を進める中で、様々な事業要望がございました。 

その中で、町では地域経済や住民生活支援、事業の継続、経済回復対策など、その時々で

必要な事業を計画し、新型コロナウイルス感染症の現状を見極めながら、町の対策本部会議

の中で事業規模、実施時期、予算規模などを協議検討し、その後議会全員協議会で説明を行

い、本会議で補正予算を提案させていただき、事業に着手してきたところでございます。 

また、支援結果や経過として、その件数など報告はあるが次の対策に生かされてきたかと

いうご質問でございます。 

町では、一つ目に地域経済や住民生活支援、二つ目に事業の継続、経済回復を軸に様々な

支援策を行ってきております。上下水道料金の免除、温泉使用料の免除につきましては自粛

要請、休業要請等で休業している事業者や時短営業している事業者の固定経費の一助として

支援。事業経営継続支援助成事業につきましては、事業所、事業者の業績が悪化している中、

事業経営継続の一助として支援。また、プレミアム付の宿泊商品券、おもてなし商品券は、

町内消費喚起の一助として支援しているところでございます。 

おもてなし商品券発行事業は、対象が一般客、主に道内客でございますが、夏休みやお盆

時期に合わせた取組として利用可能な期間も限定したことで消費喚起に即効果が表れ、取り

扱い店舗、特に観光施設、体験観光施設、土産店等からも喜ばれており、当初の目的は果た

すことができたものと評価しておりますが、一方で、地元住民を対象とした宿泊商品券発行

事業は、受付開始から１時間半ほどで完売してしまい、多くの皆様にご迷惑をおかけしたと

ころでございますが、８月末で事業を終了し、現在集計中でございますが、宿泊については

購入されたうちの85％の利用見込みであり、飲食店、一般についてはいずれも多くの店舗で
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利用されておりますが、地元町民が対象ということで、地元スーパー等での利用が圧倒的で

観光関連施設での利用は少なく、また、スナック等においてはほぼ利用されていないのが現

状であります。 

また、中には思うように進捗が伸びない事業、また取りやめた事業もあったなど、実施内

容などでご指摘を受ける事業もあり、その点に関しましては反省しなければならないと考え

ているところでございます。 

現状で収束が見られない中で、この新型コロナウイルスは長期化も予想されることから、

今後は新しい生活様式「新北海道スタイル」、新型コロナウイルス感染防止の洞爺湖町取組

宣言を踏まえ、これまでの状況を振り返りつつ必要な事業を見極めながら、必要な時期に必

要な事業が実施できるよう実施内容などを精査し、これまでと同様に地域の声を反映しなが

ら事業の計画、実施につなげてまいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） これまで取り組んできた事業、今言われたように各産業団体の意見を

聴取して、対策協議会の中で検討して中身を煮詰めてきたということ、そういう当然のやり

方だと思うのですけれども、ただ、実際にその支援事業としてこういうものをやるぞという

ふうになったときに、当然その内容を詳細に決めますよね。決めて、例えば実施要綱である

とか規則であるとか、そういったものを決めて、こういう内容でやりたいのだけれどもどう

だろうというふうに、実は産業団体などとしっかり相談できてきたかどうかというのも

ちょっと確認したいのですけれども、当初の話し合いの中で大枠は決まったと、こういう支

援をしようと、だけれども、具体的な実施の中身については、例えば対象事業者はこういう

ところまでにしますよと、あるいは期間はここからここまでにしますよというところまで、

実施の対象事業者なり団体などとそこら辺まで詰めた上で、議員協議会に報告するなりされ

ていたのだろうかとちょっと疑問に思ったわけです。 

  それからもう一つ、議会に支援策が提案されるときに、どうしても予算に伴う、今のよう

に事業の目的あるいは実施期間、そして金額までは出ますよね、当然。だけれども、その実

施要綱は出てこないのです。実施規則って要綱って。だから、私なんかも実施された後、事

業者のところ訪問してみてどうだったかなと聞くと、こういう点で不便だったと、何で私た

ちは対象にならないのだとか、そういうふうなことが出てくることがあるのです。それって

何で事前にきちんと事業者との間で話し合いができていなかったのかなというふうに思うこ

ともあります。 

そんなこともあって、余り具体的なことはちょっとあれですけれども、少なくても例えば

対象が産業団体との話し合いの中で決めたものであれば、実施の具体的な内容についても最

終的に団体のほうとの打ち合わせをした上で議会に上げているのか、それとも大枠決めて、

それから細部については予算が決まってから検討するというふうになっているのか、ちょっ

とどちらなのか教えていただきたいと思います。 
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○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ただいまご質問のありました要綱の件でございますけれども、こ

れまでコロナ対策として様々な取組を推進してまいりました。どの取組におきましても迅速

な対応が求められる中、精いっぱいの対応をしてきたところでございますが、議会の全員協

議会等におきまして、事業概要の事前説明をする段階におきましては、事業の実施時期や予

算規模等含めた事業の概要までしか策定し切れていなかったのが現状でございます。 

要綱につきましては、事業の制度設計する中で、詳細を詰めた検討が必要となりますこと

から、事業を実施する上では最も時間を要する作業となっているところでございます。事業

によっては委託先となります商工会ですとか、観光協会において要綱を策定しているものも

ございまして、事業の運用開始間際まで策定に時間を要しているというのが現状となってご

ざいます。 

今後につきましては、でき得る限り制度の中身をお示しできるよう努力してまいりたいと

考えておりますけれども、あくまでもそのコロナ禍におけるある意味緊急事態での対応とな

りますこともご理解いただきたいというふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 支援策というのは当然迅速性が求められる、それは分かります。その

とおりだと思います。それで、迅速性を求められるのはいいのですけれども、例えば対象期

間、事業期間であったり、あるいは対象条件、どういうところを対象にするかというところ

というのは、その後に対象にならなかったところなんかが出てくると、やっぱりちょっとこ

れは問題かなと。そもそもこの事業の目的は何かというと、ご存じのように本当に今コロナ

禍の中で経営が苦しい事業者を少しでも支援していこうと、あるいは町民の暮らしを少しで

も支えていこうということなのです。そういう観点からいけば、余り絞り過ぎると結局対象

から漏れてしまうというところも当然出てくるのだと思うし、そういう意味でいうと、今ま

で私もちょっと担当のほうとは詳しく話しておりますけれども、今言われたように議会に予

算を提案するとき、これ議会というのはそんな簡単なものではない、軽々しいものではなく

て、予算を決める以上その根拠になる細目、あるいは積算の中身もやっぱり本来なら議会で

きちんと、本来というか実際審議しているわけですが、そのときに実施要綱に基づいてどこ

までの範囲をどの期間、どのように支援するのか、そんなことをやっぱり当然予算と一緒に

私は提出して審議の対象にしていただきたいと思うのです。大枠で決していいわけではない

わけですから、その辺はやっぱり私は今後、今、部長が言われたように、ぜひ大変だとは思

いますけれども努力していただかないと、議会で決まったのだからもう変えようがないなん

てことになってしまうと困るのです、実際に。 

そんなこともあって、ぜひそのように今後は進めていただきたいと思います。 

その点で、今後の支援策について、生活支援、経済支援、または感染予防対策のいずれに

ついても町内の実態や関係者の意向も随時把握する姿勢、そして、それに最大限も応えて支
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援の必要なところに必要な支援がしっかり行き渡る、そのように心がけていただきたいし、

その努力が求められる。一旦決めた支援内容でも、実態に即していなければ改善することも

視野に入れて進めていただきたいと、そういう意味での対策の公平性、効果的運用のための

対応にぜひ配慮していただきたいと思うのですけれども、今後の町としての対応について町

長の所見を伺います。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 担当部長のほうからも今申し上げましたけれども、本当に迅速性を

要請される中で、私どももできるだけ努力をさせていただいているつもりでございます。 

そういう中で、今おっしゃいましたように要綱等をしっかりと定めて、それを議会に諮る

というのは当然のことだと思っています。ただ、それがなかなかできない状況の中で事業を

進めていかないとということもご理解いただければなというふうに思ってございます。 

今後におきましても、できるだけ要綱等定めた上で皆様にお諮りできるような、その努力

についてはしっかりと進めていきたいなと思ってございます。 

それから、期間とか条件とか様々なものがございますけれども、これらについては私ども

やはりしっかりと関係団体と協議させていただいております。お互いの協議をしっかりとし

ている中で、それでもやっぱりちょっと漏れるような部分も出てくるのかなと思います。そ

ういう部分については、期間であったり事業内容であったり、これまでも随時見直ししきて

ございますので、今後もそういう対応方針で進めていきたいなと思っているところでござい

ます。 

ただ、余りにも拡大し過ぎると、不必要な方にまでも、悪意がないのかもしれませんけれ

ども、支援しなければいけないという状況も出てくる場合もございます。そういうことも

しっかりと見据えながら、できるだけ住民の皆さんで経済の事業者の皆さん、関係団体に公

平に支援ができるような思いで今後も進めていきたいなというふうに思っているところでご

ざいます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、副町長が述べられたことは当然のことでありますけれども、支援

の必要でないところにまでみたいな、それはいずれにしても私先ほど言いましたように、町

内の実態や関係者の意向も含めてしっかりとやっぱり聞くということが大事だと、例えば離

職者対策だってそうです。 

前ちょっと私何回か指摘しましたけれども、離職者支援対策事業だって離職状況の把握や

短期ではなく一定期間の雇用、あるいは採用時の仕事の概要などを含めて募集をしていく必

要があったのではないかと、特に２か月という短い期間の雇用というのは非常に限定された

内容だし、離職している人たちが今何を望んでいるのか、やはりできるだけ長い期間働く職

場がほしいし、働きたいと、収入がなくなってきているわけですから、最近ではもう大体年

度末までの離職者対策ということで多くの自治体が今取組みつつあります。そういった点か

らいえば、私はその２か月だけという話ではないだろうと随分言ってきました。そういった
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こともそうですし、それから、これは担当のほうにお話して改善されましたけれども、感染

予防事業所支援補助金、これだって４月以前から事業やっていないとだめだというふうに

なっているわけです。それを４月以降事業始めたところについても該当するというふうに対

応を変えていただいたわけです。あるいは、いろいろ事業者の範囲も広げていただきながら

実際にこの町で事業を起こして仕事をしようとしているのだけれども、そういうところで今

新型コロナウイルス感染症の関係で集客がなかなか伸びないというところなどについても、

やっぱり幅広く対象とするというようなこともしていただいております。 

今回なんかは今度経済対策で補正予算が出ますけれども、これだって実際に宿泊施設とし

て何が必要なのかと、冬場の閑散期でどれだけのお客さんを呼び込めるか、その人たちにど

れだけおもてなしができるかということで考えたら、もっと対象のお客さんの数を増やして

ほしいということが現場の声として私も聞いていました。ですから、そのこともお願いをし

ながら今回差し替えのような格好になったようですけれども、そういったことをやっぱり現

場の声を聞かないと、本当にどんな支援が必要なのか、このことがわかってこないのだと思

うのです。聞いてはいるのでしょうけれども、実際に支援の内容がある程度概要が固まった

ら、やっぱり関係団体ともう一度、こういう中身でやりたいのだけれどもどうだろうかとい

う打ち合わせが当然あっていいのではないかなという気がするのです。議会の前でいいです

よ、何も議会で決まればそれはそういう方向で行くわけだし、決まらなければ決まらないで

別な方法になるのでしょうけれども、いずれにしても予算を立てるときに、現地の声、地元

の事業団体などの声も、個人の声もできるだけ把握して、それに見合う形でやっぱり支援を

していくということが大事なのではないかと思うのです。そんなことをぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。これはこれで終わります。 

  それで二つ目の質問に移っていいですね。 

○議長（大西 智君） 昼食の時間なので、ここで休憩といたします。再開を１時といたしま

す。 

（午前１１時５３分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 午前に続き、５番、立野議員の一般質問を続けたいと思います。 

  立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、質問の２項目に移ります。 

  二つ目の質問について、チャレンジショップ支援事業の運用ということに関して、質問を

させていただきたいと思います。 

最初にこのチャレンジショップ支援事業のことで今回取り上げる理由になったのは、たま

たまこのチャレンジショップ支援事業を受けようとした方が残念ながら受けられなかったと
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いうことがあったものですから、どういうわけなのか、その辺についていろいろ担当のほう

の話も伺いましたけれども、やっぱり制度上の問題もあって担当の部署だけでは解決できな

い問題ではないかというふうに思いまして、今回一般質問で取り上げることにいたしました。 

どんなことがあったかといいますと、具体的に人の名前とか言えませんけれども、昨年の

１月に起業したいという方が町の窓口にやってきたそうです。そのときには、もう既に１月

ですから３月の年度末が近づいていたので、年度内に事業を終えなければならないという条

件からいえば難しいと、新年度改めてきてほしいとこんなような話しだったそうです。 

それで新年度になって５月頃に来町した際には、もう既に先に１件申込みがあって、その

方は６月議会で予算を補正しなければ支援できないので、６月の議会後に改めてどうでしょ

うかという話があったのですが、もう既に工事契約等を事業者との間である程度打ち合わせ

をしていたということで、実際に例えば６月議会が終わって支援を受けられるとしても７月

頃になってしまうということになれば、事業者との事前の話し合いもまた変わってしまうの

で待てないということで事業に着手したという経緯がありました。 

そのために結局チャレンジショップ支援事業を受けられないと言ってきたわけです。何か

聞きましたら、最初に申し込んだ方はその後辞退されているというような話も伺っていると

いうのです。 

そもそもこの洞爺湖チャレンジショップ支援事業というのは、この町内で新たに空き店舗、

空き家等を活用して事業を起こそうという人たちに、できるだけ起業しやすい環境を整えて

あげる、それを支援するということで制度上できたものだと思うのですけれども、それがそ

ういった実際に起業を希望している方がいてもなかなか制度上であったり、予算上のことで

支援が受けられないということが出てくるということ初めて私知りまして、これでやはり内

容をもっとこういった起業しようとする人たちに支援できる内容にすべきではないのかなと

いうことで、このチャレンジショップ支援事業の運用についての質問をさせていただきたい

と思います。 

まず最初に、この間ここ３年くらいでいいのですが、例えば、チャレンジショップ支援事

業を受けたいという相談がどれくらいあって、そのうち申請できたのが何件あって、補助申

請ができたのは何件くらいあったのかというようなことをちょっと最初に説明をいただけれ

ばと思います。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 過去３年の実施状況でございますが、相談件数としましては

３年間の間に41件となっております。この中で新規起業実績としては４件という実績となっ

ております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 相談件数としてはそれなりの数があったのですね。事業計画、資金計

画等しっかりしたものがなければ助成を支援するということは当然できないのでしょうけれ

ども、これは例えばそもそもこの支援事業の目的に照らして、募集の条件の中にいろいろと
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制限があるわけですが、41件の相談件数で実質４件にしかならなかったというのは何か理由

があるのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） この相談件数ですが、電話もありまして窓口に来る方が少な

い部分もあるのですけれども、開業するとなればやはり資金計画ですとか、その辺の洞爺湖

町に起業してもらって継続してもらわなければいけないという部分で、かなりその内容を精

査していただいて相談を受けて、その中で申請に至るという状況になっておりますので、41

件の中でもなかなかそこまでの計画を詰めていけるという方が少ないというふうに認識をし

ております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 特に私がちょっと感じたのは、この支援の中身というのは、まず支援

の上限額が全体で88万円ということで、改装費の補助が費用の２分の１で限度が50万円、備

品購入についても開業に必要な備品購入で２分の１以内で30万円と、そしてあとは家賃につ

いては初年度は２分の１、限度額が５万円で２年目は限度額３万円と、こんなふうになって

いるのですが、これだけではなくて、例えば年度内に事業が完了しなければいけないという

条件がついていますので、事業者との工事契約が明確で開業までの事業計画が年度を越えて

実施される場合においても、私は補助を認めていいのではないかという気がするのです。 

それからもう一つ、大体年３回応募するというふうに伺っていますが、実は年間の予算は

１件しか計上されていないと、そうすると年３回応募しても新たに応募があって２件を越え

る場合は、これは議会で補正予算を組まないとだめだと、こういうことなのですが、そうい

う場合は予備費を充当するなどの対策をとるなどして、柔軟性、迅速性を持って対応すべき

ではないかという気がします。この２点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 議員おっしゃるとおり４月から10月までということで募集を

しておりまして、現在まで募集期間に複数の支援相談等ありましたら、相談内容や事業計画

の内容を聞き取りしながら補正予算で現在まで対応してきたということで、予算につきまし

ては先ほど言われたように、３月末、年度内の事業ということで、募集期間は10月ですが柔

軟にそのところの計画内容等について聞き取りした上で３月までに事業が終わるのであれば、

対応してきたというところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それは今私も説明したわけですが、ですから、例えば工事契約、起業

するのに内装工事だったり上下水道工事含めて何らかのそういった工事業者との関係もある

わけです。ところが事業者がなかなかほかの工事に手がかかって、そちらのほうに着手でき

ないと、しかし工事の契約としてはもう結べるという状況があれば、限度を越えて事業を、

事業が年度内に終わらなければならないという原則が、結局年度をまたいで事業をやるよう

な場合には該当しなくなってしまうということですよね。そうではなくて、事業計画なり資
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金計画がしっかりしているものであるならば、工事が実際に年度を越えても、これを可能と

するということができないかということを言っているのです。そのことを一つ。 

それから、補正予算を組んでという話、やっぱり出ました。年度には１件しか予算を組ん

でいません。そうすると２件、３件となった場合には、せっかくそういって起業したいとい

う方が来たとしても、議会で予算を補正して、そしてその予算が決まってからでないと執行

できないから、実際には交付申請許可がおりないと、こんなふうになってしまうとまずいな

と、時期的にやっぱり起業する側だってそれぞれ資金の事情や計画上のこともあって、私は

その辺のちゃんとした見通しが立っているものであるならば、その辺の例えば予備費などを

充用しながら最高限度額は88万円でしょう。だから予備費から充用しながら２件でも、ある

いは３件あった場合は３件でも認めて、この町の中で起業するそういう方々を本当に支援し

ていける、そういう取組が必要なのではないかと思うのです。その辺ちょっともう一度お答

えいただけませんか。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 先ほどの、仮に10月以降予算がありまして対応したとしても、

年度内という条件の中で工事等、かなり計画が詰まっていまして、それが新年度予算という

か、計画今は創業支援計画というのを町でつくりまして、これにつきましては商工会、金融

機関と連携して創業者の支援をするということになっておりまして、現在チャレンジショッ

プの申請に関しましては、事業計画を商工会の指導経営指導員による経営指導を受けて、そ

の中で計画を立ててもらいまして、持続可能な計画とした中で申請を行ってもらうという形

にしておりまして、今、議員おっしゃられたとおり予備費を充用してということもあります

けれども、年度内に終われない事業について、もし計画がきちっとなっているのであれば、

計画を認めて新年度予算に４月なり早急に申請できるような体制づくりというのは可能かな

というふうには思っておりますが、いかんせん年度内事業なので３月までにやっぱり事業を

終えるという考えでおります。 

○議長（大西 智君） あともう１点、予備費の充用の関係だったのですけれども。 

田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 予備費につきましては、緊急時とかそういう場合のときの対

応となりますので、今、予備費の流用に関しては考えてはおりません。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 私、そんなに難しいことではないのような気がするのですけれども、

このチャレンジショップ支援事業を受けたい方が、まず行政側の窓口で相談すると、そして

その段階で予算上これがもし仮に１件目であれば、まず申請書上げてもらうと、申請書上げ

てもらうと、今度は商工会でいろいろ指導を受けながら資金計画や事業計画の指導を受けて、

ひとまず商工会で指導を受けてくださいとなっています。そしてその後、開業受けるための

申請書を町にあげるということで流れとしてはそうなっています。そういう中で、既にもう

補助金交付申請書に添付書類として事業計画書等を産業振興課に提出して、その上事業計画、
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資金計画については、洞爺湖町商工会でも指導を受けるということになっているわけですか

ら、その中身が良ければ、年度を越えたとしてもこれは起業するために認めていいのではな

いかと、私すごい単純に思うのです。そこまで審査しておいて、そして年度内に終わらない

とだめだよというふうになると、物によっては例えば物品なんかだってすぐに手配できない

ものも当然ありますし、工事だって事業者との関係があったりするわけですから、だから要

は商工会を含めてその指導も受け、そして行政側にはそういう添付資料、計画書等出してい

るわけですから、その段階で申請を受理して交付してもいいのではないかなと。 

それからもう一つ、これは仕方がないのかもしれませんけれども、事業に着手してからで

はもうだめだよというふうになっています。ですから、事業をやる前に計画書出さないとだ

めだと、だけれども、その段階でもう既に先に１件出ていたら、予算がないので議会に補正

かけて次の次のときまで待ってくださいと、こうなってしまうというのも、何となく、せっ

かくこの町で起業しようとして頑張ろうとする人たちに、逆に門戸を狭くしてしまう、そう

いうことにならないのかなと。むしろ起業するために支援し、起業後にもさらにやっぱりき

め細かな援助をする、こういうふうにしてこの町での事業活動ができるように、私は行政と

して手助けするのは当然ではないのかなという気がするのですけれども、これちょっと担当

課ではもう決まりがこうなっているからしようがないという話なのでしょうけれども、それ

でちょっと今日は質問させてもらっているのですが、町長いかがですか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） このチャレンジショップ事業、多くの方に活用していただいている

と思ってございます。これにつきましても、要綱を定めまして一定のルールの下で事業を進

めてきております。たしか平成23年度から事業が始まっているかなと思います。その中で、

これまで大きな支障はなかったかなというふうに理解していますし、議員が最初におっしゃ

られた今回の質問のあった内容につきましても、その方には私担当のほうからは２回ほど町

のほうに来られているのですが、その都度説明させていただいて、私どもの制度については

理解していただいたというふうに聞いてございます。 

やはり一定のルールを定めたら、それに沿って事業を進めるというのがまず基本だろうな

と思ってございます。そういう意味では、予算も議会を通していただいております。いろい

ろな事業者支援というのは当然しなければいけないのですが、これだけを予備費を使ってい

いのではないかという話にはならないのではないかなと思います。できるだけ迅速に補正等

は進めていっていただきたいとは思ってございますが、やはり予備費につきましては緊急性

がある場合とか不測の事態等があるときに、それを充用して事業を進めるというふうになっ

てございますので、できるだけ今の要綱に沿った中で進めていくのが私は筋かなと思ってご

ざいます。 

ただ、そういう中にありましても先ほど議員のほうから言われましたように、計画がしっ

かりしているものについて、計画が例えば今年度であって実施が来年度ですよという話にな

るのであれば、それは来年度の事業として計画を受理するというのはできるのではないか、
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これは要綱の中でも変更しなくてもできる部分はあると思うのです。そういうことはしっか

りと私どもも検討させていただきながら、できるだけこの要綱に沿った中で柔軟性を持たせ

る、これが今私どもがするべきことなのかなというふうに思っているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 例えば、チャレンジショップ支援事業として補助する時期というのは、

これは事業が終了した段階で補助するのですか。それとも事業開始の段階で補助するのです

か。補正予算が通らなければ事業の申請も受けられない、そういう内容になっているという

のがちょっと私引っかかるのです。 

補正予算決まるのは臨時もありますから、毎月それはできるでしょうけれども、議会を通

してその後やはり１か月くらいは実際にかかるのだろうと、しかし、その間に補正を組まな

くたって、この後補正でやりましょうということで申請を受けて受理する、補助が決定する

ことができると思うのです。何かその辺もすごく柔軟性がなくて、とにかく予算がないと、

今、現に予算がないと受けられないと、こういうような発想自体もちょっと変えていかなく

てはいけないと思うし、確かにやっぱり現状としてチャレンジショップ支援事業を受けられ

なかったわけです。だからいろいろ相談が来るわけです。納得していただいていますという

のは、行政側の言い分です。だけれども、実際には支援してもらいたかったのです。 

ところが窓口の段階でもいろいろなステップがあって、まずは年度末だからだめですと、

当然事業終わらないでしょうと、それで次は窓口行ったらもう１件目が来ていましたと、予

算がないから補正が通るまで待ってくださいという話になった。ところがもう翌年度でとい

う話になったから、ある程度事業者との間でも話をしていながら窓口に行ったという話なの

です。ところがもうそれも受け付けられなかったと、もう既に事業者との関係で約束といい

ますか、人の手配とかいろいろあったみたいで、ではその時期やらざるを得なかった。だか

ら、もう手がけたら今度はもう支援は受けられないと、それで結局諦めたというわけです。 

副町長は納得していただいたと言うかもしれないけれども、現にそういうことで、実はこ

ういうことがありましたと、今さら支援してくれとは言わないけれども、そういう町の対

応ってどうなのですかと、本当にこの町で起業しようとする人たちを応援するというような

内容なのでしょうかと、何かすごくハードルが高くて、こういうことがあるからぜひうちの

町で起業してみたらどうなんていう周りにそんな口コミなんかとてもできるような状況では

ないというようなことまでちらっと言われまして、がっかりしたのです。 

だから、こういう不景気の中で、今回はコロナの問題ありますけれども、こういう中でこ

の町で人口がどんどん減る中で、少しでも起業化してそして町の経済活動を本人が起業する

ことによって経済活動を少しでも高めていく、そういう大きな役割を持っているのだと思う

のですが、そういうところに行政としてどんな支援するのか、どう心を込めて助けていくの

か。税金ですから、それはちゃんとした計画や何かないとそれはだめです。支援しても途中

で辞退してしまった、辞めてしまったとなればそれは意味がないことですから。 

その辺はしっかり審査しながらも、その審査が通ったものについてはやっぱりしっかりと
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支援する、私はこういう取組が必要なのではないかなと思うのですけれども、同じ回答であ

れば回答要りません。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 行政としましても、この目的に沿って本当にこの町で起業してチャ

レンジする人たちを応援したいという気持ちではこれまでも進めてきておりますし、これか

らもそういう気持ちで進めていきたいと思っています。起業しようとする方からの思いも当

然あるのですが、私どもとしてもできるだけルールに沿った形というのも基本に置かなけれ

ばいけないだろうと、その中で先ほど申し上げましたように、要綱の中で柔軟に対応できる

ものはしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 何か最後に柔軟にとは言ったのですけれども、結局今の決まった中身

を要綱を改めて見直ししながら、その現状に即した形でできるだけ新たに起業する方々を支

援できる内容にしようということで、ぜひ私は見直しをしていただきたいということを最後

に、この点については求めたいと思います。 

  次に、３番目は第８期介護保険事業事業計画の策定について伺います。 

  今、町民の暮らしは介護や医療の負担増、年金の削減など厳しい暮らしが続いていますけ

れども、また年金だけでは足りないので、パート等で補っていた収入がこのコロナ禍の下、

仕事ができず暮らしが立ち行かないという状況も聞いています。 

2000年介護保険制度が導入された当時、介護保険制度によりバラ色の老後生活になると説

明を受け、老老介護、家族介護が解消されると言われてきました。しかし、改定のたびに保

険料は引き上がり、その負担が重く、介護に係る利用料が払えないために、結局は老老介護、

家族介護に頼らざるを得ないなど一層厳しい状況が広がっています。 

このような実態は、保険あって介護なしと言われる状況だと思います。現在第８期の事業

計画の策定が行われていますが、時期の見直しで保険料がさらに引き上がっては町民の生活

は一層深刻な状況になりかねません。 

政府、厚労省は第８期介護保険事業計画で、介護保険事業支援計画を策定する際のガイド

ラインを策定しました。その中には、第１に低所得者の介護施設の食費負担引き上げ、そし

て第２には高額介護サービス利用料の月額負担上限額引き上げなどが盛り込まれています。

ショートステイの一日の食費が1,300円になるなど、低所得者には重い負担と、コロナ禍で

介護現場は困難を抱えている状況に立っていますが、その長期化も予想されます。 

そこで伺うのですが、第８期介護保険事業計画策定に当たって、町民の声を十分反映した

計画とするためにどのような取組となっているのか。まず、今の介護保険制度についての考

え方、印象を町長に伺いながら、そして８期計画に向けた今の取組状況がどうなっているか

ということもお話いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの質問でございますけれども、まず、これまで町に
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おきましての評価といった視点でちょっとお答えをさせていただきたいと思います。 

介護保険制度に伴います現状に対する町の認識ということで、制度の導入以降、町におき

ましても介護事業者の協力を受けまして、在宅で生活をされる高齢者へのデイサービス等や

在宅が困難な高齢者の入所施設の整備など、様々な介護サービス基盤の充実に努めてきたと

ころでございます。 

この間、平成29年４月の地域支援事業への移行後におきましては、介護予防のための訪問

介護、通所介護などの強化も図ってきたところであり、高齢者の方が在宅での生活の維持が

できますよう、また、併せまして介護を要する高齢者の方も家族として支える介護者の方も

必要なサービスを利用することによりまして、可能な限り不安を抱えずに安心して生活でき

るような支援体制の構築によりまして、老老介護や家族介護をされている方々への負担軽減

が図られてきたものと考えているところでございます。 

当町といたしましては、今後につきましても第８期計画に関連する部分でございますが、

地域住民のあらゆるニーズを改めてお伺いをしながら、医療、介護、予防、住まい、生活支

援サービスを切れ目なく提供いたします地域包括システムの連携・強化を図りまして、地域

が持つ資源を最大限に活用しまして、一人一人の状況に応じましたきめ細かな支援が地域ぐ

るみで行われますよう各関係機関との連携協力の下、さらなる介護サービス基盤の充実に努

めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ちょっと何か質問したこと全て答えていただいていなかったような気

がするのだけれども、今の課長の答弁では、老老介護、家族介護、負担軽減されてきたと思

うと、結論からいえば、そういうような話でしたけれども、先ほど2000年にできた介護保険

制度導入されて以来、現状の町の認識としてはどうなのだという話で、町としてはそういう

捉え方をしているということでわかりました、そういうことが。 

  それで、新たに８期の介護保険事業計画を策定しようとするときに、どういう町民の声、

十分反映した計画とするために取り組んでいるのかということについては、事前に通告した

項目に沿ってぜひお答えをいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） まず、意見の反映といったところでございます。 

実態調査といたしまして、第８期計画の策定に当たりましては、五つの区分の調査を本年

２月から８月にかけまして実施してきたところでございます。 

区分につきましては、在宅で要支援、要介護認定を受けている方を抽出対象といたします

在宅介護実態調査、65歳以上の高齢者のうち要介護１から５の介護認定を受けておられない

方を抽出対象といたします介護予防日常生活圏域ニーズ調査、町内の居宅介護支援事業所及

びケアマネージャーを対象といたします在宅生活改善調査、町内の施設居宅ケアサービス事

業所を対象といたします居所変更実態調査、町内の施設、通所系及び訪問系サービス事業所
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を対象といたします介護人材実態調査として実施してきたところでございます。 

また、厚労省が指針で示してございます公聴会や自治体を単位とする懇談会等の開催とい

うような趣旨の質問がございました。 

厚生労働省が示してございます基本的な指針についてでございますけれども、地域住民の

意見を反映させるために、地域における聞き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位

とする懇談会の開催等の工夫を図ることが重要であるというふうに示されているところでご

ざいます。 

こうしたことから、当町といたしましては、今月末に開催を予定してございます介護保険

運営協議会におきまして、第８期洞爺湖町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の基本理念

と目標に加えまして、当計画の策定に当たり、国が示す方針等を踏まえました協議を十分に

行いました上で、翌月の自治会回覧等を通じまして、介護保険の利用者や介護事業所関係者

のみに留まることなく広く地域住民の方からも貴重なご意見をお寄せいただけるように事務

を執り進めてまいりたいと考えているところでございます。 

また、医療、介護、福祉、保険の専門職によります洞爺湖ケアネットワーク協議会を構成

してございまして、広く意見交換の場としても開催しているところでございます。 

このほかに、介護保険利用者と事業者の間の意見や要望を知る立場にあるケアマネー

ジャーの意見の聴取はどのようになっているのかというところがございました。こちらにつ

きましては、先ほどの質問においてお答え申し上げた部分でございますけれども、町内の居

宅介護支援事業所及びケアマネージャーを対象といたします在宅生活改善調査によりまして、

地域に不足する介護サービスを把握し、検討することを目的といたしまして、７月10日から

約１か月間の調査機関を設けまして、意見聴取を実施してきたところでございます。 

なお、ケアマネージャーにつきましては、介護保険利用者と大変密接な関係にあり、実情

に最も精通いたします担当者でもございますことから、町内のケアマネージャーにより構成

をしてございますケアマネの会を通じまして、行政としても相談を受ける場を設けており、

例年３か月に一度開催することにより情報共有に努めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ちょっと時間がなくなってきたのですが、そういう町民の声を十分反

映した計画にするために様々な実態調査を行っているということなのですが、ぜひこれは要

望ですけれども、実態調査の中身、結果についてどういうふうに町は評価するのかというこ

ともありますので、ぜひ資料いただければと思います。 

それから、当然来年度以降の第８期の介護保険事業計画でいえば、保険料も大きな問題点

であります。当然保険料を決めるためにはこれまでのサービスの量、そしてそれに  それ

に伴って実際にサービスを受けた量や金額、それら対比した資料もつくっていると思うので

す。それらもぜひ後ほど議会に出していただきたいと私は思いますし、ここで最後に聞きま

すけれども、これら意見を聞いて次期介護保険料の料金が現状より上がるのか下がるのか、
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どのくらいを見込んでいるのかということがわかれば、ぜひ出していただきたいということ

と、それからやはり保険料を上げないための施策というのも大事だと思います。介護保険給

付費準備基金の投入を含めて、保険料を引き上げないようにするための努力、そして利用料

や独自の軽減策も町として実施すること、これらについてどのように考えているのか、もう

５分ありませんから簡潔にお答えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） まず、介護保険料の暫定見込みについてということでござい

ますけれども、現在各種調査結果の集計作業を行っているところでございます。また、これ

らの調査結果につきましては、厚生労働省から北海道を通じまして提供を受けております専

用のシステムに入力を行った上で、介護保険サービスの見込み料等を推計するという流れに

なってございますけれども、北海道へのデータ提出後に細部にわたるエラーチェックを経ま

して、令和３年度から令和５年度までの３か年分に要する介護保険料の推計が初めて可能と

なりますことから、現時点において暫定見込み額をお示しすることは大変困難なところであ

るということでございますので、この点につきましてはご理解を願いたいと思います。 

また、介護準備基金の投入と、保険料を引き上げないようにすることというようなお話が

ございました。介護給付費準備基金でございますけれども、これまでも毎年度基金の取り崩

しを行いながら介護保険特別会計に充当してきたところでございます。基金の現状について

でございますが、令和２年度の決算が確定していない段階でございますことから、明確な数

値は推計できないところではございますが、第８期計画期間となる令和３年度から令和５年

度までの３か年分の介護保険事業運営を計画するに当たりまして、令和２年度の決算見込み

によります基金残高につきましては、おおむね底をついてしまうのではないかというような

状況、財源的に大変厳しいものと見込まれておりますことから、現時点において第８期計画

期間における介護給付費準備基金の投入のみをもって賄いますことは困難な状況にあるとこ

ろでございます。こうした現状を踏まえまして、洞爺湖町介護保険運営協議会の中で、今後

しっかりと慎重に協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 大体この３年間、第７期の介護保険の事業計画に対する実績、これは

対比した表もつくって私も以前いただいたことがありますが、それによってどのくらいの

サービス提供に対する実際の実績が何割かと、いただいた保険料というのはサービスの量に

相当して決めるわけですから、それを十分サービスを受けなければ当然保険料だけはその分

残っていくということできていると思うのです。ですから、ある程度町としての見込みとし

て、この現状の３年間の事業によって繰り越される費用がどのくらいなのかというの分かっ

てくると思うのです。それに基づいて、次期それを活用して保険料の軽減等にも役立ってい

くというようなことも当然あってしかるべきだし、そうならなければならないと思っていま

す。 
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いずれにしても、次期保険料が現状より上がることのないように、町としても最善の努力

は図っていただきたいと、介護がこれ以上負担が大きくならないように、私は町長としても

政策的な立場でしっかりと進めていただきたいと思うのですが、最後に伺っておきたいと思

います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長、あと１分しかありませんのでまとめてください。 

○町長（真屋敏春君） 介護保険料についての会計の関係でございますけれども、今、担当か

ら話を聞いている限りでは令和２年度でもうかつかつだというお話を聞いております。 

現在も私どもも基準内繰入れをしているところでございますが、これがサービスをこのま

ま維持して、さらに基準外繰出しをするということになりますと、これは町税を投入すると

いうことにもなりますので、そこら辺はしっかり会計内の収支バランスが図れるよう、一生

懸命頑張ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 以上で、質問を終わります。 

○議長（大西 智君） これで５番、立野議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩といたします。再開を１時50分といたします。 

 （午後 １時３８分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時５０分） 

───────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き一般質問を続けます。 

次に、９番、下道議員の質問を許します。 

９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） ９番、下道英明でございます。 

今回の９月会議の一般質問は、新型コロナウイルス対策への町の対応、人と行政の距離を

縮める行政サービスとしての情報発信、この大きな二つの柱で質問をさせていただきます。 

いまだ衰えることのない新型コロナウイルスへの防止を鑑み、できるだけ効率的な時間配

分で私の一般質問を進めてまいりますので、理事者には簡潔な答弁を期するところでござい

ます。また、昼食休憩の後、この時間帯が一番厳しい時間帯ではございますけれども、ぜひ

ご協力お願い申し上げます。 

   まず最初に、新型コロナウイルス対策の町の対応についてです。 

２月下旬にちょうど町のコロナ対策本部が設置されました。対策本部を中心に生活支援、

事業所支援など適切に実施されているところですが、非常にメニューが多いということで、

町民の皆様もあるいは事業者の皆様も若干混乱しているところもありますので、今日はイン

ターネット中継でございますので、そういった点で今までの当町における事業者への支援メ

ニューを改めてお示しいただきたいと思います。 
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先ほど５番議員のほうから質疑もあり、重複するところもありますが、その点も鑑みなが

らお願いいたします。 

○議長（大西 智君君） 佐藤コロナ対策室長。 

○新型コロナウイルス特別対策室長（佐藤 融君） 当町におけるこれまでの事業者支援メ

ニューでございますが、第１次４月補正で計上した事業でございますが、上下水道料金の免

除事業、店舗等賃借料助成事業、温泉使用料減免支援事業でございます。次に、第２次５月

補正で計上した事業でございますが、離職者支援対策事業、これにつきましては応募者がな

かったことから、事業を取りやめてございます。それから、飲食店サービス支援事業、宿泊

施設等経営支援助成事業でございます。次に、第３次６月補正で計上した事業でございます

が、宿泊商品券発行事業でございます。次に、第４次７月補正で計上した事業でございます

が、感染予防事業所支援事業、プレミアム商品券発行事業、おもてなし商品券発行事業でご

ざいます。最後に、本議会で補正予算を提出させていただいている第５次の事業でございま

すが、冬季宿泊割引事業を実施を予定しており、これまで５月以降に順次、旧事業の支援対

策を実施しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、室長のほうから答弁あったように、４月補正の第１次支援事業

から今会議で審議される支援事業まで、もう既に５次支援と、また、５月から既に９事業実

施しているというところでございます。そういった面で非常に頑張っているなと、また、洞

爺湖町のホームページのほうにも最初のトップページのほうで、新型コロナウイルス感染症

についてということで、生活支援あるいは事業者支援について非常にわかりやすいホーム

ページの対応がされているということで、町民の皆さんからもすごくきちっとしているねと

いうお褒めの言葉をいただいておりますので、そのお言葉もお伝えしていきたいと思います。 

  今回、コロナ禍の影響により、先月ですが８月中旬に発表された四半期のＧＤＰ国民総

生産の一次速報というのが年率換算で戦後最悪の27.8％の減だったと、さらに一昨日８日に

は内閣府が二次速報を発表して、物価の影響を除いた実質で年率換算では28.1％減というこ

とで、さらに2.3％マイナスが上乗せされたと、このような中で、様々な経済統計あるいは

専門家の皆様から、やはりこのＧＤＰ、コロナ前に戻るには相当の時間がかかると、また、

いわゆるリーマンショック等を十分に超えてきていると、今日は株式のほう上がっておりま

すけれども、ここ二、三日やはりダウのほうも下がったり、為替のほうも非常に乱高下、ボ

ラティリティー、変動幅が大きくなってきていると。 

そういった面では、経済のやはり先行指標である株式、あるいは債権市場のマーケット自

体も非常に戸惑っていると、さらには、ワクチン等も実際本当に開発できるのかと一喜一憂

しながら、ある会社の株価が動いているとそういった状況でございます。 

そういった中で、マクロの話はここら辺にして、まず足元の中で考えていくと、一つ一つ

前進するしか道はない。それとまた、当町においても国やあるいは道の財源を当てにしなが
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ら、引き続き事業者支援、生活支援を続けていかなければならないと思っております。 

支援内容は先ほど大まかな答弁があったと思うのですが、事業者支援、特に宿泊施設、飲

食業、観光業のこの３セクターにおける事業団体への助成事業の申請率、助成金額の執行率

を簡潔に述べていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤コロナ対策室長。 

○新型コロナウイルス特別対策室長（佐藤 融君） 事業者経営支援助成事業につきましては、

宿泊施設、飲食店、観光事業、一般の四つのカテゴリーに分けて、令和２年２月から６月ま

でのうち、一月の売上高が前年同月比で50％、一般は20％ですが、以上減少していることな

ど、一定要件を満たす場合に助成金を支給する事業でございます。 

申請期間は、令和２年６月15日から令和２年８月31日までとしておりましたが、この期間

を１か月間延長して支援の拡大を図っているところでございます。 

実施状況につきましては、令和２年９月４日現在、宿泊事業者支援は26事業所から申請が

あり、申請率は54.2％、支給決定額は1,800万円で執行率88.2％。観光業支援は26事業所か

ら申請があり、申請率は81.3％、支給決定額は820万円で執行率113.9％、飲食店支援は71事

業所から申請があり申請率は80.7％、支給決定額は890万円で執行率は79.5％、一般経営支

援につきましては169事業所から申請があり、申請率は54.5％、支給決定額は1,690万円で執

行率54.5％、申請全体の事業見込み数に占める割合は61.1％、支給決定額全体の予算額に占

める割合は74.5％という状況となっているところでございます 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、細かく宿泊施設のほうの執行率88.2％、また、飲食店業のほうは

79.5％と、その他のほうで54.5％であったのですが、観光業のほうはこれ執行率113.9％と

いうことで、この要因はどんな感じになっていますか。 

○議長（大西 智君） 佐藤コロナ対策室長。 

○新型コロナウイルス特別対策室長（佐藤 融君） 観光事業経営支援の執行率が100％を上

回っている理由でございますが、当初事業所見込み数を22事業所と想定しておりましたが、

商工会に加盟、あとは観光協会に登録されていない事業所もそこら辺はちょっと把握できま

せんでしたので、実際申請に来た件数が町で見込んだ件数より多かったというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。いずれにしても、申請が見込んでいた件数よりも多

かったということは、やっぱり厳しい経営環境ということでそのしょうさだと思います。引

き続き、対策室中心に事業者に寄り添っていただきたいと思います。 

前段では、観光業について質問させていただきましたが、次に進みます。 

次に、農林、漁業の方々への支援状況についてお伺いをさせていただきます。 
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持続化給付金の申請状況というのはどういうふうになっているのか、まずは農業関連につ

いてお聞きします。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 農業者の申請状況についてでございます。 

２月から４月につきましては出荷物が少ない次期でもありましたので、新型コロナウイル

ス感染症拡大により大きな影響のありました農業者からの相談件数は、数件という状況に留

まってございます。 

その内容につきましても、自分が対象になるのかなどのことでありまして、具体的な申請

をしました農業者の件数につきましては、把握していない状況となってございます。 

しかしながら、今後、申請受付期間が令和３年１月15日までとなってございますので、農

畜産物の価格の低迷が長期化することがあれば、制度の周知とともに利用について進めてま

いりたいと考えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、課長のほうからあったように、自分が対象になるのかとか、よく

農家の方とか、あるいはいろいろな方からまずインターネットによる申請がちょっと難しい

と、持続化給付金というのはネット中心ということで、そして、また試算方法がわからない

ので、自分が対象かどうかわからないといった、やはりこれは課長も把握しているように、

ほかの議員もそうだと思うのですが、たしかにそういう声があると思いますので、そういっ

た面で今答弁にあったように、まず制度の周知というのをしっかり図っていただいて、まだ

月日がありますので、そこら辺のところはぜひお願いしたいと思います。 

これは直接個人が申請していくものですけれども、先般、経済常任委員会でもちょうど説

明があったのですけれども、やはりいろいろなメニューがあるということで、改めて今回取

り上げさせていただきました。 

ＪＡとうや湖が農業者に代わって代理申請を行っている支援策には、最初にどのようなメ

ニューがあるのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ＪＡとうや湖が農業者に代わって代理申請を行っている支援

策の一つ目でございます。経営継続補助金でございます。新型コロナウイルス感染症の影響

を克服するため、感染拡大防止対策を行いつつ販路回復、開拓や事業継続、転換のための機

械設備の導入や人手不足の解消の取組を総合的に支援するものによって、地域の支える農林、

漁業者の経営の継続を図ることを目的としている事業でございます。 

二つ目でございます。高収益作物次期作支援交付金でございます。新型コロナウイルス感

染症の影響による需要の減少により、市場価格が低落するなどの影響を受けた野菜、花卉な

どが対象でございます。このたびの申請では、ＪＡとうや湖へ委託販売しました野菜類で本

年２月から４月に出荷されたもので、生産性や品質向上に要する資材等の導入による取組を
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実施し、品目品種等の導入、栽培技術の転換等及び肥料、農薬等の導入、転換に必要な資材

等など、次期作に前向きに取り組む農業者を支援することを目的としている事業でございま

す。 

続いて、三つ目でございます。生乳需要改善促進事業でございます。新型コロナウイルス

感染拡大のため、休校措置等により学校給食飲用牛乳の供給停止等に伴う学校給食牛乳向け

生乳を加工原料乳に仕分け変更したことにより、価格差が相当額に対する補助を実施してい

る事業でございます。ＪＡとうや湖管内の酪農家に対しまして、ホクレンを経由して令和２

年３月から５月分の乳価支払単価にキロ当たり１円程度、個人乳価に上乗せして入金をされ

ているものでございます。 

四つ目です。肉用牛肥育経営安定交付金制度、通常牛マルキンという事業でございます。

肉用牛肥育経営の標準的販売価格が総収益が生産費を下回った場合に差額の９割を補塡する

制度でございます。４月から６月までの３か月分の交付を受けているところでございます。 

五つ目でございますが、肥育牛経営等緊急支援特別対策事業でございます。先ほどご紹介

しました肉用牛肥育経営安定交付金、牛マルキンの生産者負担金が４月以降の対象負担金が

納付猶予を受けているという状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、課長のほうから一生懸命５本、いろいろな支援策のご答弁お示し

いただきました。非常にメニューが多いなというのは改めて思いました。持続化給付金は事

業の継続を下支えするための事業全般に広く使える給付金なのですけれども、課長から説明

あったように非常にメニューが多いと、その中でこの五つのうちの一つをちょっと取り上げ

たいと思いますが、経営継続補助金について、もう少し町内の申請条件についてお伺いしま

す。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 経営継続補助金の事業種目といたしまして、一つ目に、経営

継続に関する取組に要する経費が対象で、補助率が４分の３、補助金上限額が100万円とい

う事業。二つ目に、感染拡大防止の取組に要する経費が対象の補助金上限額が50万円の二つ

の事業によって構成されております。二つの取組で、補助金の上限額は個人申請で150万円、

共同申請で1,500万円ということになってございます。 

町内の申請状況でございますが、個人の申請が33件、共同申請が１件の合計34件になって

ございます。総事業費で8,234万9,000円に対しまして、補助金額4,221万5,000円の申請を

行っているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、お話あったように、やはり持続化給付金よりは使い手のあるとい

う形であると思いますので、これはＪＡのほうで代理申請ということですから申請もしやす

いということですので、そういった点ではやはり農業振興課も併せてタイアップしながら、
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ぜひ引き続きその周知徹底でお願いしたいと思います。 

農業のほうは今ここ行ったので、漁業のほうの持続化給付金の申請状況、答弁お願いしま

す。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 漁業者の持続化給付金の申請状況でございますが、33件中29

件が申請済みとあるように聞いております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） これも、同じく先ほどは農業経営の関係の代理申請だったと思うので

すが、胆振噴火湾の漁業者に代わって代理申請する支援策があれば、同じく答弁お願いしま

す。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 先ほど農業振興課長の言われました経営継続補助金ですが、

これも漁業に対して受けることができまして、漁業者の申請状況は個人申請で13件、総事業

費で1,854万円に対し、補助金が1,103万3,000万円ということになっております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今の答弁の関連なのですけれども、これまだまだ申請見込みがあるよ

うな形、課長としては見解としてはどんな感じですか。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 代理申請しています漁協のほうにお聞きしますと、この13件

の部分で終了となる予定という形で聞いております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。 

ちょっと駆け足で質問のほうさせていただいておりますけれども、ちょっとメニューが多

いのでどんどんいきたいと思います。 

次に、コロナ禍での教育関連で聞きたいと思います。 

次に、教育関連での新型コロナウイルス対策の現状ということについて、お伺いをしてま

いります。コロナ禍での学びの確保と感染防止対策として、休校によりカリキュラム履修の

進捗状況がかなり遅れてきているということで、これは６月会議においてもいろいろな議員

の方が一般質問されているところですけれども、現状の中でこの夏休み終わって９月に入っ

ている状況の中で、現時点の状況お示しください。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） ただいま議員のほうからご質問のございましたカリキュラム履修

の進捗状況について、ちょっと答弁させていただきます。 

８月17日より町内各小中学校において２学期が始まってございますけれども、８月末にお

きます各小中学校の履修に係る進捗状況につきましては、小学校は夏期休業期間の短縮やそ

れから学校行事の精選、重点化によりまして、運動会の規模の縮小ですとか、中止などによ
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りまして授業実数を確保しまして、特に国語、算数、理科、社会、それから５、６年生の高

学年におきましては、外国語教育ってございますけれども、これを含めた５教科においては

遅れがないよう授業を行っておりまして、全ての教科において遅れないという状況になって

ございます。 

それと、中学校の状況についてでございますけれども、夏期休業期間の短縮や１時間単位

の時間を45分に短縮授業としまして、１日７時間の授業を週２回程度実施することによりま

して、授業の進み方を高めまして全ての教科に遅れがない学年がある一方で、英語の授業に

ついてなのですけれども、書くことに加えまして英語を話したり聞いたりするということが

ありますことから、若干授業に遅れている学年がございますけれども、２学期中には遅れを

取り戻せる見込みとなってございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） そうしますと、今の課長の話でいくと、小学校では遅れは今後ないよ

と、何とか帳尻が合いますよと、中学校についても２学期中に遅れを取り戻せる見通しとい

うことです。 

先般、たしか北海道教育委員会のほうで、中３生、受験の試験範囲を狭めるという形で

カットしていくと、特に三平方の定理なんかはもうみんな中学校のとき苦労したと思うので

すけれども、あの三平方の定理を今回削除して、受験、入試になっていくということで、ま

たあるいは理科だったら運動とエネルギーですとか、そういったところ本当に受験でその子

供たちの力量の学習能力を問うところが今回削除になっていくことになると思うのですけれ

ども、ただそれはあくまでも受験と、ただ、やはり高校に上がっていく段階では三平方なん

かもう絶対関数で使っていかないといけないので、そうすると卒業までに何とかカリキュラ

ムの未履修がない見込みになっているのか、また、今後の授業時間数というのを確保、そう

いった点でちょっと関連なのだけれども、児童生徒への支援はどういうふうになっているの

かお伺いします。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず、８月末時点の各小中学校の状況について、先ほど答弁させ

ていただきましたけれども、今後の授業実数を確保する取組としましては、学校行事の精選、

それと重点化によりまして体育祭やマラソン大会の中止、あるいは学校祭で学習発表会を縮

小することによりまして、事前の練習時間を短縮し、授業実数を確保するということにして

ございます。 

なお、一部の学校においては、学校祭は３密対策として体育館ではなくグラウンドで行う

としてございます。また、１学期に予定をしていました家庭訪問は中止としてございますけ

れども、今後においては各ご家庭における児童生徒の様子を伺いまして、コロナ禍の影響に

よる学習への遅れなど、不安を少しでも取り除くことができますよう個人懇談実施を予定し

てございます。 
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いずれにしましても、これらの取組を通じまして、子供たちの健康面の安全確保、それと

学習面においては朝自習などによりまして、学習面でのサポートを図っていきたいと考えて

ございます。 

また、卒業できる見込みかというご質問でございますけれども、現在のところ、先ほどこ

のご質問に関連しますけれども、卒業するまでには授業実数を確保すると、要は学びの保障

に対して遅れることがないよう取り組むことが学校側としてもできるよう、教育委員会とし

てもサポートしていきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、末永課長からあった中で、一つだけちょっと関連なのですけれど

も、学校行事の精選があって、これ、きのうはたしか洞爺温泉小学校が校外学習とか、今日

は虻田小学校が宿泊学習とか行っていると思うのですけれども、各小中学校のいわゆる通年

行事があるのですけれども、そういったところの決めるところというのはやはりＰＴＡとか

そういったところと連携をとりながら、学校行事の精選をしているのかどうか、選別してい

るのか、その辺ちょっと関連で。教育長。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 修学旅行につきましては、案を教育委員会と学校で詰めまして、そ

の案をもとに保護者の方にご説明をさせていただいて、ご理解をいただいた上で実施すると

いうような内容となっております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 次、進めさせていただきます。 

次、学校の感染症対策の必要な物品の供給状況について、現状の状況についてお伺いをい

たします。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） ただいまの議員のご質問でございますけれども、感染症予防対策

の消耗品について学校の希望に沿うよう対応してございまして、また７月の補正予算で提案

してございまして、ご承認をいただきました感染症予防対策に係る物品なのですけれども、

夏用マスクですとかあとサーキュレーターにつきましては、各小中学校に設置、それと配付

を終えてございます。 

また、網戸の設置、蛇口につきましては、ハンドルをレバー式にするなどの対応につきま

しては、各小中学校に設置を順次進めてございます。 

また、扇風機なのですけれども、６月下旬に防災備蓄からの借用によりまして感染症対策

を行ってございますけれども、これにつきましては、現在設置に向けて作業を進めていると

いうことでございます。 

いずれにしましても、子供たちが安心して学習ができるよう感染症対策と環境整備を進め
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てまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。こういう教育機関においての感染症というのは、本当

に昨今では大学の部活を通してクラスターが発生するとか、そういうものも非常に多いので、

やはり細心の注意をしながら目配りしていただきたいと思いますけれども、学校におけるコ

ロナウイルス感染予防の最前線というのは、ある面、普通の教員もそうなのですけれども、

やはり養護教諭であったりあるいは保健室というのがもう最前線というか、司令塔みたいな

形になっていると思うのですが、そういった点で小中学校の保健室の設備状況というのはど

うなっているのかお伺いします。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 保健室の設備状況についてお答えさせていただきますけれども、

感染症の予防対策といたしましては、現在も行っております手とか指の消毒、それと換気の

徹底がさらに必要と考えてございまして、夏期の対策としましては、扇風機や網戸の設置に

よりまして感染症の予防対策を図っているところでございます。 

また、発熱がある場合の児童生徒につきましては、保健室とは別の部屋を用意してござい

まして、感染防止の徹底を図りながら対応していくということになってございます。 

また、今後の冬期の対策なのですけれども、このたび９月会議におきまして補正予算とし

て提案の予定をしてございます空気の清浄機なのですけれども、これにつきましてもご承認

をいただくこととなれば保健室にも設置をしまして、感染リスクの低減をする取組を図って

いきたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、冬期の対策としてもということで、あとあした以降も秋冬に関し

てのインフルエンザについてとありますけれども、ちょっと若干重複するのですけれども、

専門家の間では、冬場になればインフルエンザ、あとコロナ感染が疑われる児童が徐々に増

えていくだろうと、そういうことが言われております。 

そういった点で、本来本当にインフルエンザに感染している子、あるいはコロナではない

と思うけれどもコロナに感染しているのではないかと疑われると、そういった点で重なって

いくところが予想されて、これからの数か月間というのは、本当に学校サイドも保健の先生

方も大変厳しい状況になってくると思うのですけれども、そういった面で当町における教育

委員会のほうで、インフルエンザが流行したときにそのようなコロナが疑われる子供たち、

あるいは児童生徒と重なった場合の対応というのをどのように事前に考えているかお伺いし

ます。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今、議員のほうからご質問ございました件についてでございます
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けれども、新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合、それと濃厚接触者に特定され

た場合につきましては、学校保健安全法第19条の規定に基づきます出席停止の扱いとなりま

す。 

また、これに加えまして児童生徒等に発熱等の風邪の症状が見られる場合や、感染が蔓延

している地域におきましては、同居の家族に発熱等の風邪の症状が見られる場合におきまし

てもこういった出席停止の扱いとなります。 

また、医療機関への受診につきましては、仮にインフルエンザが新型コロナウイルス感染

症かの判別がつきにくい場合において、一般的なインフルエンザの検査につきましては、発

症後12時間から48時間前後の間での検査が適切になっていることから、発熱後すぐに受診を

しても新型コロナウイルスによる感染なのか、またインフルエンザウイルスによる感染なの

かの判断については、お医者さんでも難しいと話を伺ってございます。 

感染症の症状が出た場合、まずかかりつけ医に相談をしていただくなど、対応可能な医療

機関での受診をすることになるかと思います。このことから、教育委員会といたしましては、

必要な情報を保護者へお伝えをしまして、万が一高熱等の自覚症状が出た場合にはかかりつ

け医等へ相談をするようしていただくよう周知をしていきたいというふうに考えてございま

す。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、答弁ありましたように、それなりのインフルエンザに対する重な

り、コロナに対する対応が考えているのだなということを理解したところでございます。 

次に入ります。 

新型コロナウイルス感染症が恐れられて、外出を避けている高齢者が非常に多いというこ

とで、足腰が弱ってしまった方が多くいらっしゃると聞いているところでございます。この

新型コロナウイルス感染症から高齢者を守る対策については、10番議員のほうが大きなテー

マとして扱っておりますので、私のほうは口腔ケアに絞ってお伺いをさせていただきます。 

今、新型コロナウイルス感染症による自粛ムードということで、当初確か発生した段階で

患者が医療機関の受診を手控えている動きがあると、実際今も例えば入院している方にお見

舞いに行くことははっきり言ってできませんし、あるいは親があるいは親戚が入院している

場合、養護施設とかそういう場合も今行けないと、むしろウェブで顔見ていっていると、特

に認知症で入院している方はほとんど息子、娘に会えなくて、どんどんそれが進んでいると

いう現状の中で、それはちょっと置いておいて、今回お話したいのは、特にコロナウイルス

が発症した初期の頃から、歯科医療の現場が非常に感染リスクが高いという、これはかなり

風評被害でもあるのかどうかわかりませんけれどもあったと思うのですけれども、そういっ

た点で通院できない高齢者や障害者の口腔ケア、こういったところの快適に食事をするため

の現在の歯科治療のいわゆる施設とか居宅訪問というような現状というのは、洞爺湖町の中

で実際行われているのかどうかお聞きします。 
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○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問に対してお答えさせていただきます。 

高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方につきましては、新型コロナウイルス感染症予防のた

め、受診を手控えられている方もいるかもしれません。 

高齢者の口腔ケアにつきましては、不要不急ということではなく歯科診療を行っていただ

くため、口内環境予防の重要性を高齢者の方々に再認識していただくため、今年度より新た

な取組として介護予防教室、元気クラブというのを催しているのですけれども、その中で口

腔ケアに特化した講習会を行い、意識の改革に努めているところでございます。 

ご自宅、施設等で療養されていて通院ができない方につきましては、町内の歯科診療所で

訪問診療も行われておりますので、そういう相談がさわやかのほうにあった場合につきまし

ては、説明を行い、歯科診療所への連絡を行い、口腔ケアの対応を行っているところでござ

います。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。これで口腔ケアについては、歯科医師会では特にこの

後期高齢者、歯科口腔健診による口腔衛生管理というのが、非常にウイルス感染症や重症化

を防ぐ効果があるとメディアとかいわゆる歯科医師会のウェブでも発信しておりますし、実

際に町内の歯医者なんかにもお聞きをすると非常に有効性があるということでありますので、

ぜひ町としても連携を図って進めていただきたいと思います。 

次に進みます。最後のほうの質問に入ってまいります。 

今回の新型コロナ禍で、必要に迫られる形で急速にデジタル化があらゆる分野で推し進め

られております。 

特に、目に見えないウイルスが人から人へと感染していくことを防ぐには、やはり言われ

ているように、接触の機会を可能な限り減らすことが有効であると、今議会もまだ傍聴を許

しておりませんし、ネット中継という形になっております。 

そういった面で、生活様式の抜本的な変容が求められているところでございますが、デジ

タル・ガバメント、いわゆる電子政府、そういった大きな仰々しくそこまではいきませんけ

れども、デジタル・ガバメント推進の一環として官民データ活用推進基本法というのが施行

されていると思うのですが、電子行政分野における取組方針、実行計画の策定は自治体に求

められていると思いますが、当町の取組をお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 官民データ活用推進基本法でございますけれども、国や地方公共

団体、民間が持つデータを活用することで、急速な少子高齢化に対面する諸課題をオンライ

ンなどを活用して解決するということを目的に、平成28年に施行された法律でございます。 

法律には、官民データ活用推進計画の策定が定められておりますが、市町村は努力義務と

なっていることなどから、当町では策定していないという状況になってございます。 
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しかし、計画は未策定ですけれども、法の趣旨に沿った施策の展開は必要と考えており、

法整備以前より文書管理システムを導入し、オンライン上の決算や供覧、文書の保存などに

取り組んでおります。 

法整備以後はマイナンバー制度の導入に伴う北海道自治体セキュリティークラウドへの加

入、フェイスブックなどＳＮＳによる情報発信、最近では特別定額給付金のオンライン申請

の受付などに取り組んでいるところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、答弁のほうでありましたけれども、実際努力義務となっていると

いうことで、実際は策定していないというのは結論はそうだと思うのですけれども、北海道

の場合、調べてみるといろいろあると思うのですが、これは質問していきますけれども、マ

イナンバー登録とか制度導入に伴う北海道自治体情報セキュリティークラウドってちょっと

僕何回も調べたのですけれども、なかなかぴんと来ないのですが、要はセキュリティークラ

ウドということで、情報を管理していくものを強化しようということだと思うのですけれど

も、その中でもうちょっと一歩進んで突っ込んでいきますが、当町のマイナンバーの登録の

進捗状況、それと北海道自治体情報セキュリティークラウド、これもう少しちょっと説明し

ていただけますか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 当町のマイナンバーカードの所有状況ということになりますけれ

ども、本年８月末現在でございますが、1,123人所有しているという状況になってございま

す。 

また、北海道自治体セキュリティークラウドの概要でございますが、こちらもマイナン

バー制度の導入に伴いまして、情報漏洩といった部分を防ぐ観点から、北海道内の全市町村

のインターネットの出入口を一本化して、セキュリティーを強化するために組織されたもの

でございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） そのセキュリティーはわかりました。 

今回、町長の行政報告にもありますように、大きな意味で関連してくると思うのですが、

西いぶり広域連合共同電算システムへ加入決定したということで、これはまたちょっと今の

お話とはちょっと系列が違うのですけれども、ただ、その中で今回西胆振の広域に加入した

後のメリット、まずここら辺はどういうふうに考えているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 西いぶり広域連合の共同電算へ加入することによりまして、期待

されている効果といたしましては、法律改正などに伴うシステム改修業務が、これまでは町

独自で行っていたのが広域連合のほうで一括して行いますので、職員の業務量の縮小が見込



- 48 - 

まれます。また、システム改修費用が構成市町村に応じた負担割合ということになりますの

で、経費の節減も見込まれております。さらにですけれども、広域連合のシステムというの

が現在のシステムよりも操作性が良いということでありまして、そういう評判を受けており

ますので、業務の効率化が見込まれるなど職員の業務量の縮小、公立化、経費の節減といっ

た効果を期待しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、課長のほうからあったの、これは総務常任委員会のほうの資料も

併せてだと思うのですけれども、その中で、あとちょっともう一回戻すのですけれども、デ

ジタル・ガバメント推進ということで、努力義務ということですけれども、実際全国と北海

道、どのような市町村が策定しているのかもう一度確認します。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 計画策定しているものでございますけれども、国で公表している

情報によりますと令和元年７月１日現在の情報でございますが、全国で75市町村、北海道で

は北見市、森町、下川町、釧路町の４市町ということになってございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。そういう形できていると。それで、75市町村で北海道

は北見市、森町、下川と釧路ということで、そういった面では今回ぜひこのデジタル・ガバ

メント推進の関係と広域での電算とか、いろいろ重複しているところもあれば全体的におそ

らくちょっと違う意味合いもあるのだろうけれども、大きなマクロ的なデジタルなものと、

この３市３町、４市３町の連携の中の行政の一本化していくということだと思うのですけれ

ども、ぜひそこら辺のところ無駄のないようなシステム構築というのを、やはり最初の段階

からしていかなければいけないと思うので、ぜひそこら辺のところはお考えいただきたいと

思います。 

  そして、最後の質問のほうに入っていくのですが、ちょうどラインについてちょっとお話

させていただきます。 

近年、地方自治体においてラインを活用した住民向けサービスの提供が進んでいると、そ

れで、ライン自体はおそらく月間利用者数というのは8,400万人、日本国内では社会インフ

ラとして欠かせないコミュニケーションツールと、恐らくこの議場にいる方の中でラインで

つながっている人というのは相当数いらっしゃると思います。 

その中で、特に昨今この地方自治体でもウェブサイトやあるいはメール、電話と並んでこ

の情報ツールができていると、そして、今日たまたま北海道新聞朝刊の胆振版のほうに、

ちょうど一般質問するのにどんぴたで入ったのですけれども、室蘭市ライン活用本格化と出

ていました。移住相談受付とごみ分別回答も検討するということで、室蘭市は無料通信アプ

リラインを使った行政サービス向上へ本格的に乗り出すと、移住相談の受け付けを始めたほ
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か、ごみ分別に関する質問への回答に利用することも検討中と、職員向けのラインの勉強も

開かれたと、行政改革で職員が減る中、住民サービスを向上させようと模索しているという

ところで、タイムリーな形が出てきたのですけれども、まずは基本的に昨年からラインが自

治体に対して無料プランというのをやっていると。この無料プランということで、実際全道

的には北海道31市町村、今日室蘭が加わるので32市町村になってくると思うのですけれども、

まずは当町のライン以外のＳＮＳソーシャルネットワークシステムとフェイスブックあるい

はいろいろあると思うのですが、その中でこういった行政サービスを使っていこうか、ある

いは使わないとか、当町の基本的な考え方があると思うのですけれども、この考え方につい

てどうお考えですか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 今年の産業まつりは、ラインを利用したオンラインという形で開

催しております。 

ＳＮＳ、ラインなどこういったものを利用した行政サービスというものは、情報発信のほ

かごみの出し方、避難場所の確認など双方向のやり取りが可能となるサービスの提供ができ

るというふうに思っております。行政情報を住民にお知らせする方法の一つとしては、効果

が見込まれるような仕組みであるというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 前向きにという形で、実際胆振管内でいくと、まず苫小牧、厚真、安

平がやっているという形で、既に自治体公式ラインを導入していると、先ほどご案内したよ

うに今日の新聞にもありましたように、もう既に室蘭も着手しているという形で、やはり費

用対効果を考えていけばラインを導入する手はないと思っているのですけれども、正式にこ

のライン、非常に安価なわけですから、そういった面で再度お伺いしていくのですが、この

ラインをとことん今後活用していくというお考えはありますか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） ライン含めて行政の全般的なオンラインの形での答弁とまずさせ

ていただきたいと思いますけれども、まず、全体的なオンラインの部分につきましては、今

回のコロナ禍を受けまして、国における本年の骨太の方針ではデジタル・ガバメント、これ

の早急な構築は１丁目１番地、最優先政策課題とされておりまして、行政手続のオンライン

化、ワンストップ化、テレワークの推進など財源面を含め、国が指導的な支援を行うという

ふうに定められております。 

行政手続が簡単で便利な方法でデジタル化されることは十分意義のあることだと認識して

おりますが、一方デジタル化には初期投資やランニングコストといった経費面やセキュリテ

ィー対策面、あとは利用する住民が本当に必要としているのかというニーズの確認、また、

テレワークなどといった新しい職員の働き方に対応するには、勤怠管理など多くの課題が生

じてきております。 
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こういうことを含めまして、町といたしましてはラインなどの情報発信など、こういうよ

うなすぐにでも安価で取り組めるようなものは今後検討してまいりたいと思っておりますが、

行政全体のデジタル化に向けては国や北海道の動向を踏まえ、引き続き調査研究を続けてま

いりたいとそういうふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、答弁あったように、やはり行政全体のデジタル化というのは、た

しかに本当に初期投資とかいわゆるランニングコストというのは非常に膨大だと思いますが、

デジタルインフラの費用を抑えられるという点では、ラインというのは大変有効であると思

いますし、このコロナ禍における新しい生活様式に合っていると、人と行政の距離を縮める

行政サービスにすぐに取り組んでいただきたいと思いますけれども、大体職員がすぐに取り

組むため検討すると言ってもなかなか遅れる場合ありますので、町長、ラインせっかく今日

の新聞にも出ていましたけれども、一言町長からの見識いただければと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ラインについては、今、担当のほうも言いましたとおり、非常に安価

でできるようでございますので、その部分についてはすぐにでも対応してまいりたいという

ふうに思いますが、先ほど申しました全体の問題については、やはり予算の絡む問題でござ

いますので、北海道あるいは国の動向を注視しながら対応してまいりたいというふうに考え

ております。ありがとうございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） それでは、「隗より始めよと」いう言葉がありますように、今日議場

にいる皆さん全員ラインで登録申請しましょうということで、私、下道の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで９番下道議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩といたします。再開を３時といたします。 

 （午後 ２時４０分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ３時００分） 

───────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を続けます。 

  次に、10番、石川議員の質問を許します。 

  10番、石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 10番、石川邦子でございます。 

  通告に従いまして、大きく２件の一般質問を行います。 

  新型コロナウイルス感染症が拡大してから半年以上が過ぎました。町が一丸となって感染
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症対策や支援に努力されていることに、大変感謝を申し上げます。 

しかし、いまだ収束のめどが立つどころか、長期化すると予想され、コロナ禍の影響で精

神的にも経済的にも大変苦しい思いをされている方がまだたくさんいらっしゃいます。何と

かこの苦難を乗り越えられるよう、町民が抱える不安をなくし、誰もが安心して暮らせるよ

うにさらなる支援が必要です。一日も早く以前の日常に戻ることを切に願うところでござい

ます。 

  一つ目の質問は、新型コロナウイルス感染症から高齢者等を守るための対策についてです。

新型コロナウイルス感染症は、基礎疾患をお持ちの方や高齢者の方が重症化するリスクが高

いと言われており、命を守ることが何より大切なのは言うまでもありませんが、独り暮らし

の高齢者など長期の自粛により自宅で孤立してしまい、認知症など心身の状態が悪化するこ

とがとても心配です。また、今まで地域サロンやサークル活動をされていた高齢者の方が、

不要不急の外出の自粛や３密を避けながらの暮らしの中で、生活環境が変わり体を動かすこ

とや人に会うことが減ることで、フレイルと言われる健康な状態から要支援、要介護状態に

移行する前の虚弱な状態になる人が増えていると言われています。 

今後、新しい生活様式をもとに、感染防止対策に取り組みながら高齢者の健康づくりをさ

らに進めていく必要があります。こうした高齢者の状況把握や対策、今後の対応についてお

伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問について答弁をさせていただきま

す。 

町では、５月18日から30日まで地域包括支援センター職員が、80歳以上のお独り暮らしの

方で介護保険サービス等のサービスをご利用していらっしゃらない、状況把握が困難と思わ

れる方々に対して、電話等で状況の確認のそういう支援を行っております。孤立対策や不安

解消の支援として、電話連絡の際にさわやかで体調に関することや困り事について、いつで

も相談できる体制が整っていることを説明いたしました。 

その中で、相談希望のあった方は、家庭訪問を実施し必要なサービスが利用できるよう支

援を行ってまいりました。また、先ほどおっしゃられておりましたフレイル、虚弱な状態に

陥ってしまうということで、洞爺湖町健康づくり推進協議会によりその便りを活用いたしま

して、自宅の中でできる健康づくり体操や熱中症などの注意啓発を行っているところでござ

います。 

生活習慣病の重症化や要介護の発症とならないよう各種健康診断並びに徐々に動きだして

きておりますサークル活動や地域サロン、そういった事業を通しまして、高齢者同士がお互

いに気を配り、活動できるよう新しい生活様式も含めた意識改革や、感染防止対策の周知及

び不安解消に向けた取組を行い、心身ともに健康で過ごせるための支援に努めてまいりたい

と思います。 

以上です。 
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○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ただいまの答弁でありました徐々に動き出している地域サロン、

サークル活動についてですが、十分な感染防止に努めることが重要だと思います。 

感染防止対策に必要な物品等の購入、例えば、これから寒い時期になりますので窓を開け

ておくのがちょっと大変な場合には、空気清浄機ですとかパーテーションなど、そういった

高齢者が感染するのは本当に怖いことでございますので、高齢者が安心して活動できるよう

取り組むべきと思いますが、その点はいかがですか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまご質問のありました地域サロンやサークル

活動の会場となっております集会所などの公共施設には、手指消毒液を設置するなど必要な

ときはそういうサークル活動以外でも非接触型の体温計などを集まりがある際については貸

し出すなどして、各活動時の感染予防対策の支援をしているところでございます。 

また、北海道が作成いたしました感染拡大のための啓発素材や国立長寿医療研究センター

が作成したコロナ禍でのそういう集いの場の開催の工夫を各会場に掲示するなどして、今の

時期でありましたら換気の徹底や距離を保ちながらの活動など、会場内の感染予防に関する

注意喚起に努めております。高齢者は感染すると重篤化する危険が高いため、感染を予防し

つつ安心して介護予防に関する活動に参加できるよう、今後も継続して取組を進めてまいり

たいと思っております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 見えないウイルスとの闘いでございますので、なかなか高齢者は判

断できないところもあるのかもしれませんので、会場の部屋の広さ、状況を見ながら町が判

断してあげるべきだと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、先ほどの答弁の中で、電話や健康づくり体操、熱中症などの注意啓発を行っている

ということでした。コロナ禍の中で自粛されている高齢者の方、中には感染が恐ろしくて一

歩も外に出られない高齢者も実際におられると聞いております。地域でせっかく築き上げら

れた支援する側も支援される方も何かお互いに距離を置いてしまっているような状況になっ

ています。町の保健師のほうが電話の対応、またコロナに負けないよう家で簡単にできる体

操などの周知、そういったものをお手紙を出す、そういったところで町の保健師とつながっ

ているという安心感が出ると思います。ぜひ保健師に定期的な高齢者に対するサポートを絶

やさないでいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

  次に、地域密着型介護保険施設における新型コロナウイルス感染症予防のための対応につ

いて伺います。 

  町が指定及び指導監督を行っております定員が29人以下の小規模の特別養護老人ホーム、

またグループホーム、定員18人以下の小規模のデイサービスなど介護保険における地域密着

型サービス、これについてですが、施設においては重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある
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方を感染させないために、神経を使い大変な苦労をされております。 

各施設における備蓄も含めた感染防止、防護用物品の十分な確保など、町はその現状と把

握、課題についてどう捉えているのかお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまのご質問でございます。地域密着型介護保健施設に

おけます新型コロナウイルス感染症予防のための対応についてでございますが、町内の各施

設に対しましては、防護具等物品の確保、感染症の予防対応力、施設内で感染症が発生した

場合の対応など、それぞれの状況について適切な指導や必要に応じた支援を行うために、実

態調査によりまして現状の把握に努めているところでございます。 

各種物品についてでございますが、マスク、消毒用アルコール、グローブなどの在庫につ

きましては、おおむね充足しているとの回答でございましたが、一部の施設で不十分な状況

も確認されましたことから、常時備え置きいただけるようこれまで指導をしてきたところで

ございます。 

感染症の予防対応力についてでございますが、職員の出勤前の体温計測と発熱が認められ

る場合の出勤停止、施設入所者に対します日々の検温などについて、国が指し示しますマ

ニュアルに基づく適切な対応が全ての施設で履行されているという回答を得まして、その部

分につきましても確認をしているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。 

では次に、万が一の感染症発生に備えた対応について伺います。食事や入浴、排せつなど

の介護は、職員と入居者が密着せざるを得ない状況のため、介護施設は感染拡大のリスクが

高いと言われています。万が一感染者や濃厚接触者が発生した場合、症状のある高齢者は重

症化しやすいため原則入院となると思いますが、濃厚接触者となった職員は、２週間程度の

自宅待機を余儀なくされるため、人手不足となり、施設の運営が立ち行かなくなることが予

想されます。系列施設からの応援の見込みのない一事業所、一施設のグループホームなどで

は、平時から万が一に備えてそのシミュレーションを行い、具体的な対策を検討しておく必

要があります。この点について伺います。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの質問でございますが、施設内におきまして、入居

者または介護職員に感染者や濃厚接触者が発生した場合の対応についてということでござい

ますけれども、国の指針に基づきます対応マニュアルの整備やシミュレーションの実施に加

えまして、勤務体制の変更や人員の確保等につきまして、おおむね対応済みであるという回

答を得て確認しているところではございます。 

ただ、一部の施設でやはり不十分な状況も確認されましたことから、この部分につきまし

ては早急な対応について指導に努めてきたところでございます。 
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  当町といたしましても、万が一施設内において感染者や濃厚接触者が発生した場合の対策

が今後より重要であると認識しているところでもございます。こうしたことから、各事業者

に対しましては、危機管理体制の構築のためにマニュアルに基づく初動対応を確立するとと

もに、職員の人材の確保、集団隔離、職員の動線の整理、防護服の在庫の確保、職員の実技

トレーニングの研修など、細部にわたります初動対応の体制整備に万全を期していただきま

すようお願いをしてきたところでもございます。 

また、先ほど議員のほうからお話のございました介護職員が不足するなどにより、各事業

者内における対応が非常に困難で、他の事業者からの支援を要する場合につきましては、北

海道が実施しております事業で、他の社会福祉施設等から職員の派遣が受けられるという介

護職員等派遣事業によりまして、支援を受けることも可能とされておりますことから、万が

一施設内において感染者や濃厚接触者が発生した場合には、必要に応じまして道への支援要

請をしていただきますようこちらからお知らせをし、万全の体制整備を図っていただくよう

にお願いをしてきたところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 厚生労働省によりますと、介護施設の集団感染、クラスターの発生

は全国で66件とのことです。緊急時の応援体制については、事前に関係機関としっかり協議

をし、進めていただきたいと思います。万が一の備えはするに越したことがないと思います

ので、シミュレーションをしっかり行うことなど、指導を徹底されますようお願いいたしま

す。 

次に、大きな二つ目の質問に移ります。 

市町村男女共同参画計画の策定について伺います。 

男女共同参画社会基本法は、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平

等の実現に向けた様々な取組みが国際社会における取組にも連動しつつ、着実に進められる

よう施行されました。 

基本法の第14条第３項では、市町村男女共同参画計画について定めるように努めなければ

ならないとしています。夫は外で働き妻は家庭を守るべきとの固定的な性別役割分担意識は

時代の流れとともに薄れ、男女の意識改革が進み、男女がともに担う地域社会の形成、まち

づくりが主流となり男女が互いに尊重し合い、一人一人が性別にかかわりなく責任と喜びを

分かち合う男女共同参画社会の実現を目指して取組むべきとしています。 

しかし、地域においては職場や政策決定の場、さらには家庭内においても男女平等が完全

に実現しているとは言えず、その個性や能力を十分に発揮するには多くの課題が残されてい

ます。 

国では、現在男女共同参画会議によって第５次基本計画策定専門調査会において検討が進

められ、改定された計画を本年12月に閣議決定する予定をしております。北海道では第３次

北海道男女平等参画基本計画により取組が進められており、市町村の計画については、全国
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の市区町村の計画策定率が７割であることから、道としては未策定の市町村には計画策定等

を通して地域住民や関係者の合意形成を図り、女性の活躍推進に向けた機運を高める観点か

らも積極的に取り組んでいただく必要があると考えているとしています。 

当町における現状と今後の取組について伺います。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 当町における男女共同参画社会への取り組みにつきましては、

洞爺湖町まちづくり総合計画において、男女共同参画の啓発、学習機会や社会参加の場の充

実もを図ることとして位置づけられております。 

総合計画に基づき、第２次洞爺湖町の教育目標と教育ビジョン、さらには平成30年度策定

の第３次洞爺湖町社会教育中期計画におきまして、男女共同参画意識の普及と充実を図るた

め、啓発の推進を図ることとしております。 

具体的には、男女協働参画に関する学習の場として、きずな学級や胆振女性リーダー研修

への参加を実施しているところではありますが、基本法に基づく体系的な計画は定めていな

いのが現状であります。 

  当町におきましては、社会教育団体やスポーツ等において、女性の活躍が見られるところ

ではありますが、多岐にわたる現状と課題を把握し、対応していく必要があると認識してお

ります。 

  以上のようなことから、これからの社会、女性も男性も一人一人がお互いを尊重しながら、

自分らしく生きられるような社会の実現のために、議員からご質問の男女共同参画計画の策

定につきましては、現状の調査と把握、庁舎内横断的な組織の立ち上げ、さらには町民や有

識者を含めた組織による協議などを踏まえて計画を策定するものであることから、現時点で

の予定ではありますが、今年度中に計画策定に向けたスケジュールをまとめ、次年度より策

定に向けた作業にとりかかるべく進めてまいりたいと考えておりますので、なにとぞご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。次年度、なるべく早い時期に策定していた

だきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

少し計画の内容について触れさせていただきます。 

午前中の２番議員の質問答弁にありました災害時における女性の視点の反映ですが、東日

本大震災や熊本地震のときに、災害対応や避難所運営など女性の参画が不十分であったこと

から、災害対応時における女性や生活者の視点が十分に反映されないなどの課題が浮き彫り

になり、復興、防災における男女共同参画の推進、このことも計画の基本目標の一つとなっ

ております。 

また、女性のさらなる活躍への支援や仕事と生活の調和、ワークライフバランスを図るた

めの環境づくりなどの施策を効果的に進めることとしており、女性活躍推進法による審議会

や委員会の意思決定の場における女性登用率の向上や、役所や事業所における女性管理職の
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人材育成や登用拡大、本年６月に施行されましたパワハラ防止法による各種ハラスメントの

防止、男女の候補者数ができる限り均等となることを目指す政治分野における男女共同参画

推進法、配偶者から暴力の防止及び被害者の保護等に関するＤＶ防止法など、計画には様々

な法律の様々な視点を盛り込むことが重要であり、社会全体で取り組むこととしています。 

男女共同参画に関する分野は、広汎、多岐にわたることから、その推進計画策定には各課

を超えた連携が必要となります。国や道の基本計画を参酌するとともに、まちづくり総合計

画や町政執行方針を取り入れた基本となる計画を策定し、共通認識の下、実効性のある計画

策定に取り組んでいただきたいと思います。 

最後に、教育長一言ありましたらお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今、議員のほうから男女共同参画計画の策定について、ご質問並び

にご意見等をいただきました。 

男女共同参画社会の実現、これは少子高齢化の進行や生涯年齢人口の減少など、社会経済

情勢の変化に対応していく上で、非常に重要な課題であるというふうに思っております。育

児や介護に伴う離職の防止であるとか、今、議員からご指摘いただきました防災・減災対策、

あるいは地域活性化など、町政のあらゆる分野において男女共同参画、また、女性活躍推進

の視点が非常に重要になってきているというところでございます。議員からご質問の男女共

同参画基本計画は、平成11年６月に施行の男女共同参画社会基本法の中で計画の策定を努力

義務として明記しております。 

ちょっと参考なのですけれども、令和元年４月１日現在の全国及び北海道の計画の策定状

況でございます。全国1,741市町村中、策定している市町村は1,361市町村で策定率が78.2％、

北海道では179市町村中、策定済みの市町村が60市町村で策定率が33.5％となっております。

北海道のこの策定率33.5％というのは、47都道府県中最低の47番目となっている状況でござ

います。また、胆振管内で見ますと４市２町の合計６市町が策定済みで策定率は54.5％と

なっているところでございます。 

男女共同参画計画を策定することは、あらゆる分野に男女共同参画の視点を反映させつつ、

地域づくりを進めていくという意思を表すものだというふうに思っております。男女がとも

に仕事と生活の調和を実現し、様々な分野で意欲と能力を十分に発揮することができる社会

を実現していく上で、男女共同参画基本計画の役割はまことに大きなものがあると認識して

いるところでございます。 

担当課長からもご答弁いたしましたとおり、この計画につきましては今年度中に計画策定

に向けたスケジュールを定め、次年度より策定に向けて前向きにとり進めていくこととして

おります。男女共同参画社会の推進に努めてまいりたいというふうに思っておりますので、

議員におかれましてはご理解のほどを切にお願いを申し上げる次第でございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。私もこの計画の内容、これからの進捗状況
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を注視していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上で、一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで10番、石川議員の質問を終わります。 

本日の一般質問は、これで終了いたします。 

─────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時３１分） 
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